
国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経済

的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

福島県会津若松

市
1

個人情報保護条件の

明確化・緩和

患者を特定した属性情報とヘルスケア情報、診断

情報の紐付け分析

【社会的効果】

複数の事業者が保有するデータを患者軸でつない

で分析することで、患者の疾患・状態の経時的な

把握ができ、より詳細なリスク判定等が可能とな

る。

患者が特定されると個人情報保護に抵触するた

め、情報の活用が困難となっている。

現状では個人情報を削除しても個人同意なしで

は複数ベンダが持つデータの紐付けは不可だと考

えられる。

•個人情報保護法

•個人情報の保護に関する法律につ

いてのガイドライン第3条2項4

個人情報保護の法・ガイドラインで違反ととられずにデータ収

集・データ分析を行ってよい項目を定義する。

例えば、患者IDを特定ルールにて暗号化し、他のどの患者

情報を保持しなければ、個人情報にはあたらないと考え、

データ収集・データ分析に利用してよい、と明示。もしくは、匿

名化基準の緩和、個人情報・特定個人情報の目的外利

活用を緩和する。

内閣府

経済産業省

文部科学省

厚生労働省

個人情報保護

委員会

個人情報保護法では、個人情報は原則特定された利用目的の範囲内で利用

する必要があり、個人データを第三者へ提供する場合には原則本人の同意を取

得する必要があります。次世代医療基盤法では、異なる医療情報取扱事業者

（医療機関、介護事業所、地方公共団体、学校設置者、医療保険者等）

の情報を集約し、名寄せしたものを匿名加工医療情報とすることで、医療情報

取扱事業者を跨ぐ分析が可能です。
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頻回のオプトイン取得

による市民・企業の負

担を軽減し、市民の納

得を得ながら特定の目

的に沿って包括的なオ

プトインや再同意を得

る方法の検討

オプトインの原則を堅持する一方で、毎回細かい

変更でオプトインをとることは、市民と企業の双方

に負担になるため、市民の納得を大前提として、

特定の目的に沿って包括的にオプトインをとる方

法の在り方を検討する

再同意が必要な場合、都市OSを活用し、同意

者の負担や漏れが減る方法を整備

【社会的効果】

市民と企業の負担となる頻回、微細な変更でのオ

プトイン同意取得が不要となり、都市OSなどサー

ビス利用時の煩わしさが軽減される。

より広範なデータの活用が可能となり、リスク判定

などの精度が向上する。

明示した利用目的の範囲において患者データを分

析、活用することが許可されているが、利用目的を

どの程度明示するべきか明らかでない。

利用目的を拡張・変更する際には、再度同意の

取得が必要だが、現状では連絡が付かない等で

取得できないケースが多い。

•個人情報保護法第16条第1項

•個人情報保護法第15条第1項2項

第3項

•個人情報保護法第23条第1項

オプトイン同意のレベル感や範囲を検討し、ルール化して適

用するため、同意取得ルールの柔軟な設定と運用を実現す

る。

都市OSを介した再同意目的の連絡先データ連携を実現す

る。

個人情報保護

委員会

・個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、利用目的をでき

る限り具体的に特定しなければなりません。

・あらかじめ本人の同意を得ないで、特定した利用目的の達成に必要な範囲を

超えて、個人情報を取り扱うことができませんが、一般的な消費者等からみて合

理的な関連性のある範囲内であれば、本人同意なしで利用目的を変更すること

が可能です。

・本人同意なしで利用目的の変更が認められる事例については、個別具体的な

事例ごとに判断されるものの、例えば、次のような場合が考えられます。

○「当社が提供する新商品・サービスに関する情報のお知らせ」という利用目的

について、「既存の関連商品・サービスに関する情報のお知らせ」を追加する場合

○「当社が提供する既存の商品・サービスに関する情報のお知らせ」という利用

目的について、「新規に提供を行う関連商品・サービスに関する情報のお知らせ」

を追加する場合

・また、当初の利用目的に「第三者提供」が含まれていない場合において、新た

に、法第 23条第２項の規定による個人データの第三者提供を行う場合、本人

同意のない利用目的の変更は認められません。

・個人データの第三者提供に係る同意については、必ずしも第三者提供のたびに

同意を得なければならないわけではありません。例えば、個人情報の取得時に、

その時点で予測される個人データの第三者提供について、包括的に同意を得て

おくことも可能です。

・上記は個人情報保護法に関する解釈ですが、都市OSの果たす機能や運営

主体等の前提によって、適用される法令や整理等が異なるため、具体的に想定

される事例についてご相談ください。

・本提案は、同意の際の利用目的明示対象と利

用目的を拡張する際の同意取得に際して、明確

化を求めるものである。

・明示した利用目的の範囲において患者データを

分析、活用することが許可されているが、利用目

的をどの時点でどの程度明示するべきか明らかでな

い。

・そのため、利用目的や加盟事業者が一定基準

を満たすことを担保したうえで、以下の運用を認め

ていただきたい。

　-事前に第三者提供を行う可能性のある目的

と、その時点での関連事業者名を明示し、同意を

取得する。

　-該当条件が生じ、第三者提供が行われた後、

該当した提供目的と提供先事業者名を利用者

に通知する。

個人情報保護

委員会

　今回のご意見は、第23条１項についての具体的な運用に関するものと理解し

ました。

　その上で、以下のようなQ&Aをご参考に運用を具体化することが必要だと考え

ます。

　（第三者提供の制限の原則）

　Ｑ５－８ 　本人の同意は、個人データの第三者提供に当たってその都度得

る必要があるのですか。

Ａ５－８ 　必ずしも第三者提供のたびに同意を得なければならないわけではあ

りません。例えば、個人情報の取得時に、その時点で予測される個人データの第

三者提供について、包括的に同意を得ておくことも可能です。

Ｑ５－９ 　第三者提供の同意を得るに当たり、提供先の氏名又は名称を本

人に明示する必要はありますか。

Ａ５－９　提供先を個別に明示することまでが求められるわけではありません。

もっとも、想定される提供先の範囲や属性を示すことは望ましいと考えられます。

参考：「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及び「個人データ

の漏えい等の事案が発生した場合等の対応について」に関するQ&A

https://www.ppc.go.jp/personalinfo/faq/2009_APPI_QA/#q5-8

ただし、上記は個人情報保護法に関する一般的な解釈であり、都市OSの果た

す機能や運営主体等の前提によって、適用される法令や整理等が異なるため、

具体的に想定される事例について個別にご相談ください。

PPCビジネスサポートデスク　03-6457-9771
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オフライン検査結果の

アップロード＆医師への

送付

オフライン検査の結果（検査報告書等）をアップ

ロードすることが問題ない旨明示

【社会的効果】

内視鏡検査などの結果をオンライン診療、オンライ

ン受診勧奨の場面に限らず、患者の同意のもとで

医療機関、医療スタッフへ情報送付可能となる。

郵送などの手間やコストが削減できる。

オンライン診療、オンライン受診勧奨、以外（オン

ライン相談など）で、「患者個人の状態に対するり

患可能性のある疾患名の列挙」ができない。

このため、診断結果となる患者向けの検査報告

書や検査画像は、オンライン診療、オンライン受診

勧奨、以外で、オンラインでのデータ授受が難し

い。

「オンライン診療の適切な実施に関す

る指針」

オフライン検査の結果（検査報告書等）をアップロードする

ことが問題ない旨明示する。
厚生労働省

オンライン診療については、全国的な措置として「関係学会や事業者等とも協力

し、オンライン診療の安全性・有効性に係るデータの収集や事例の実態把握を

進めるとともに、今回の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際しての時限的

措置において明らかとなった課題や患者の利便性等を踏まえ、恒久化の内容に

ついて、具体的なエビデンスに基づき、検討を行う。初診の取扱い等も含めた時

限的措置の恒久的な枠組みについては、2021年夏を目途に時限的措置の実

績も踏まえて、その骨格を取りまとめた上で、同年秋を目途に「オンライン診療の

適切な実施に関する指針」を改定する」（「成長戦略フォローアップ」令和３年

６月18 日閣議決定）こととしております。
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市
4 オンライン結果説明

オフラインでの検査結果をオンラインで（別の）医

師が説明することが問題ない旨明記

【社会的効果】

内視鏡検査等の結果の説明のため、別日に来院

する必要がなくなる。

「オンライン診療の適切な実施に関する指針」には

オフライン検査結果をオンラインで説明することへの

言及はない。

「オンライン診療の適切な実施に関す

る指針」

オフラインでの検査結果をオンラインで（別の）医師が説明

することが問題ない旨明示する。
厚生労働省

オンライン診療については、全国的な措置として「関係学会や事業者等とも協力

し、オンライン診療の安全性・有効性に係るデータの収集や事例の実態把握を

進めるとともに、今回の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際しての時限的

措置において明らかとなった課題や患者の利便性等を踏まえ、恒久化の内容に

ついて、具体的なエビデンスに基づき、検討を行う。初診の取扱い等も含めた時

限的措置の恒久的な枠組みについては、2021年夏を目途に時限的措置の実

績も踏まえて、その骨格を取りまとめた上で、同年秋を目途に「オンライン診療の

適切な実施に関する指針」を改定する」（「成長戦略フォローアップ」令和３年

６月18 日閣議決定）こととしております。
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個人データの第三者

提供に該当しない場

合の明示

会津若松都市OSに接続するサービスにおいては、

「個人データを特定の者との間で共同して利用す

るとして、あらかじめ本人に通知等している場合」に

該当するものとする。

【社会的効果】

都市OSを介した多様なサービスをスムーズに受け

られることで、利用者の利便性が向上する。

個人情報保護法第23条第4項の各号に掲げる

場合の当該個人データの提供を受ける者について

は、第三者に該当せず、本人の同意を得ずに情

報の提供を行うことができる。（個人データを特定

の者との間で共同して利用するとして、あらかじめ

本人に通知等している場合）

・個人情報保護法第23条第４項

会津若松都市OSに接続するサービスにおいては、「個人デー

タを特定の者との間で共同して利用するとして、あらかじめ本

人に通知等している場合」に該当するものとして明示する。

個人情報保護

委員会

一般的には、共同利用する旨、共同して利用される個人データの項目、共同し

て利用する者の範囲、利用する者の利用目的、個人データの管理について責任

を有する者の氏名又は名称を、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知

り得る状態におくという要件を満たせば、個人情報保護法第23条第５項３号

に基づく共同利用が可能です。会津若松都市OSに接続するサービス提供事業

者がこれらの要件を満足しているかは、個別具体のケース毎に判断されるため、

必要に応じてご相談ください。また、既に特定の事業者が取得している個人デー

タを他の事業者と共同して利用する場合には、当該共同利用は、社会通念

上、共同して利用する者の範囲や利用目的等が当該個人データの本人が通常

予期し得ると客観的に認められる範囲である必要があります。

なお、自治体が保有する個人情報は、個人情報保護条例に従って取り扱うこと

が求められますのでご留意ください。
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初診からのオンライン診

療・オンライン服薬指

導解禁の恒久化

初診からのオンライン診療・オンライン服薬指導解

禁の恒久化

【社会的効果】

就労・育児等で通院の時間が確保し難い人々の

適切な受診行動の確保により、長期的な心血管

病リスク等の低減が得られる。

遠隔健康医療相談や病院検索等からの、予約・

オンライン診療へのスムーズな移行により、患者の

利便性が向上する。過剰な対面受診の減少によ

り、医療機関の人的負担や感染症リスクが低減

できる。

通常時は、初診からのオンライン診療は原則として

不可である。診療報酬で電話等再診では定期的

な医学管理は想定されておらず、オンライン診療の

場合、初診を含む3か月間は毎月対面、以後も

３か月に1回は対面診療が必要との算定要件あ

り。

通常時の根拠法令

・オンライン診療の適切な実施に関す

る指針

・令和2年3月5日保医発0305第1

号

特例措置の根拠法令

・令和２年４月10日 厚生労働省医

政局医事課、医薬・生活衛生局総

務課 事務連絡

初診からのオンライン診療・オンライン服薬指導解禁を恒久

化する。
厚生労働省

オンライン診療については、全国的な措置として「関係学会や事業者等とも協力

し、オンライン診療の安全性・有効性に係るデータの収集や事例の実態把握を

進めるとともに、今回の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際しての時限的

措置において明らかとなった課題や患者の利便性等を踏まえ、恒久化の内容に

ついて、具体的なエビデンスに基づき、検討を行う。初診の取扱い等も含めた時

限的措置の恒久的な枠組みについては、2021年夏を目途に時限的措置の実

績も踏まえて、その骨格を取りまとめた上で、同年秋を目途に「オンライン診療の

適切な実施に関する指針」を改定する」（「成長戦略フォローアップ」令和３年

６月18 日閣議決定）こととしております。

薬局におけるオンライン服薬指導については、「規制改革実施計画」（令和３

年６月18日閣議決定）や「成長戦略フォローアップ」（令和３年６月18 日

閣議決定）を踏まえ、2021（令和３）年夏を目途に医薬品医療機器等法

に基づくルールの見直しの検討を行うこととしております。
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遠隔診療における地

理的制限の撤廃
遠隔診療における地理的制限の撤廃

【社会的効果】

遠隔地の患者への診療制限を撤廃することによ

り、患者にとって必要な医療へのアクセスが容易と

なる。これは、市内在住の患者が会津若松市内

外の医療機関を受診する際のみならず、近郊町

村など会津若松市外在住の患者が会津若松市

内の医療機関を受診する際にも有用となる。

オンライン診療料の算定について、日常的に通院

又は訪問による対面診療が可能な患者を対象、

つまり概ね30分以内に通院又は訪問が可能な患

者が想定されている。

・令和2年3月5日保医発0305第1

号

・令和２年3月31日厚生労働省保

険局医療課 事務連絡「疑義解釈資

料の送付について（その１）」

遠隔診療における地理的制限を撤廃する。 厚生労働省

オンライン診療については、令和４年度診療報酬改定において、

　①　初診料の新設を行い、各種の点数について、引き上げるとともに、

　②　対象疾患に関する要件を撤廃するなど、算定に関する要件を緩和

することとしている。
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オンライン診療の算定

要件の緩和
オンライン診療の算定要件の緩和

【社会的効果】【経済的効果】

オンライン診療の範囲拡大による患者利便性の

向上、医療機関の収益性が維持できる。

通常時のオンライン診療算定要件として、対象疾

患限定、診療報酬が対面診療と比べ低いことが

定められている。

特例措置として、「慢性疾患患者で既存の診療

計画等に基づいた電話等再診料および医学管理

料等を算定可能となる」「初診から診療報酬算定

可能となる」「診療報酬の点数一部引き上げられ

る」ことが定められている。

通常時の根拠法令

・令和2年3月5日 保医発0305第1

号等

特例措置の根拠法令

・令和２年４月10日、同14日 厚生

労働省保険局医療課 事務連絡「新

型コロナウイルス感染症に係る診療報

酬上の臨時的な取扱いについて（そ

の10）（その11）」

保険適用とする際の疾患制限の解除、オンライン診療料の

算定回数の割合制限の撤廃、診療報酬点数を対面診療と

同等に引き上げる。

厚生労働省

オンライン診療については、令和４年度診療報酬改定において、

　①　初診料の新設を行い、各種の点数について、引き上げるとともに、

　②　対象疾患に関する要件を撤廃するなど、算定に関する要件を緩和

することとしている。

福島県会津若松
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クラスI一般医療機器

やAIを用いた新規医

療用プログラムの保険

適用への道筋

クラスI一般医療機器やAIを用いた新規医療用

プログラムの保険適用への道筋

【社会的効果】

有用な新規医療用プログラム開発・実用化・普

及に要する時間が短縮できる。

クラスIの医療用プログラムは薬機法規制対象外

であり、医療機器プログラムに該当せずとも診断補

助に使えるが、保険適用が難しい。薬機法は登

録した内容から外れた性能を標榜することを認め

ていない。例えば、体動センサは「体動を検出。通

常、睡眠障害の評価に用いる」と定義され、心

拍・呼吸を検知/記録できる機器でも看取り業務

等に活用できる旨は説明できない。

・薬機法第66条

・平成16年7月2日　薬食発第

720022号

クラスI一般医療機器の診断行為への利用を緩和できる要

件を定める。

薬機法で登録された内容から外れた性能について、メーカー

側から説明する場合の要件を定義する。

厚生労働省

　医療機器のクラス分類は、医療機器のリスクに応じた適切な規制を行うために

定められており、適切なクラス分類に従って承認又は認証を受けていただくことが

必要です。診断を意図した能動型医療機器のクラス分類は、有効性・安全性の

確保及び国際整合の観点から、原則としてクラスⅡ以上としています。心拍数及

び呼吸数の測定を目的とした医療機器であれば、「体動センサ」（クラスⅠ）で

はなく、「心拍数モニタ」「呼吸数モニタ」（いずれもクラスⅡ）等として承認又は

認証を受けていただくようお願いいたします。

　薬機法の規定に基づく承認若しくは認証を受けた医療機器又は届出が受理さ

れた医療機器については、企業は保険適用希望書を提出することができ、希望

書が提出された医療機器等については、定められた手続に則り有効性・安全性

等を踏まえ保険適用が検討されます。

　なお、医療機器の承認等の制度及び広告規制は、医療機器を含む医薬品

等の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の

危害の発生及び拡大の防止のために規定されているものであり、御提案の「薬機

法で登録された内容から外れた性能について、メーカー側から説明する場合の要

件を定義する」ことは、この趣旨を逸脱することから対応できません。

福島県会津若松
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海外で承認済みのヘ

ルス関連IoT機器につ

いて一定条件下での

国内実証使用容認

海外で承認済みのヘルス関連IoT機器について

一定条件下での国内実証使用と性能の市民へ

の公知を容認

【社会的効果】

市民の実生活の中での新規ヘルス関連IoT機器

実証が行われ易くなり、より迅速なPDCAサイクル

の回転や、市民が先進機器に触れることでのデジ

タル社会への参加意識促進が得られる。

未承認医療機器の輸入は、臨床試験に使用す

る目的であれば許可されている。しかし、一般市

民に対し、その性能を明示した上で臨床試験への

参加を募ることは、未承認医療機器の「広告規

制」要件に抵触する可能性がある。

・薬食発1117第17号

・薬機法第68条

スーパーシティの取組の中では、海外で承認済みの国内未

承認ヘルス関連IoT機器について、市民の実証としての臨床

試験を組むことで、海外で承認/認証されている性能等を公

表しながらの利用を可能とする。

厚生労働省

　「治験に係る被験者募集の情報提供の取扱いについて」（平成11年6月30

日医薬監第65号監視指導課長）で「商品名を特定しない範囲で情報提供を

行うことは可能」である旨を通知しており、「その性能を明示した上で臨床試験へ

の参加を募ること」は現状可能です。

・本提案は、海外承認済みヘルス関連IoT機器

の実証使用において、実証開始も商品名の特定

を回避する必要があるか、明確化を求めるもので

ある。

・一般市民に対し、その名称を明示した上で臨床

試験への参加を募ることは、未承認医療機器の

「広告規制」要件に抵触する。

・臨床試験としてのモニター募集時点や説明にお

いて、商品名の特定を避けることは可能と考える

一方で、実証期間中に、アプリ・デバイスから商品

を特定できないようにすることは困難である。

・現行法で抵触する場合、本取組における実証

期間中は、商品名が特定されても差支えない運

用とさせて頂きたい。

厚生労働省

・医薬品等の広告は、「薬事法における医薬品等の広告の該当性について」

（平成10年9月29日医薬監第148号監視指導課長）で示しているとおり、

①顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること、②特

定医薬品等の商品名が明らかにされていること、③一般人が認知できる状態で

あることのいずれの要件も満たす場合、これを広告に該当するものと判断していま

す。

・一般に、臨床研究の被験者に対して研究の対象であるアプリ・デバイスを含む

機械器具等を商品を特定できる形で提供する行為は、上記のうち①の要件を

満たさず、薬機法における医薬品等の広告に該当しないため、現状で可能で

す。

福島県会津若松
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12 医療広告規制の緩和

医療広告規制の緩和とサービス利用データに基づ

く医療機関への動線創出

【社会的効果】

市民が医療サービスを選択する中で有用と考えら

れる情報については規制せず開示することで、市

民がより適切な受診行動をとることができ、医療資

源が有効利用できる。

「広告その他の医療を受ける者を誘引するための

手段としての表示」においては、比較優良広告が

禁止されている。

・医療法施行規則等の一部を改正す

る省令

・厚生労働省令第 66 号

・医療広告ガイドライン

客観的に検証可能な内容（患者数、治療疾患、使用薬

剤等）については掲載を可能とし、また全国や地域平均など

と比較した表示を可能とする。

厚生労働省

御提案のあった内容は、以下のとおり現行規制下においても基本的に抵触しな

いものと考えます。

・医療広告ガイドライン（平成30年5月8日付け医政発0508第１号厚生労

働省医政局長通知の別紙３）において、比較優良広告に関係して、「最上級

を意味する表現その他優秀性について著しく誤認を与える表現を除き、必ずしも

客観的な事実の記載を妨げるものではないが、求められれば内容に係る裏付け

となる合理的な根拠を示し、客観的に実証できる必要がある。調査結果等の引

用による広告については、出典、調査の実施主体、調査の範囲、実施時期等を

併記する必要がある。」とされており、客観的に実証できる内容については、必ず

しも広告が禁止されているものではありません。

・また、医療法関係法令において広告が可能とされた事項以外は広告してはな

らないこととされており、他法令に抵触する広告を行わないことも前提になります

が、例えば、患者数（在宅患者、外来患者、入院患者）については、広告可

能事項です（平成19年厚生労働省告示第108号（以下、「告示」という。）

第３条第４号及び第５号）。また、当該病院又は診療所において提供される

医療の内容に関する事項として告示第108号第２条各号に該当するものであ

れば、疾患名等を記載することも可能です。

・本提案は、医師の診療実績等を客観的に可視

化して差し支えない情報の明確化を求めるもので

ある。

・医療機関の広告に関連し、客観的に検証可能

な内容は可とされているが、医師に対する患者評

価の集計や掲載事業者が行った集計の結果な

ど、客観的と判断されるか不明なものもあり、どのよ

うな項目について可とされるか明確化して頂きた

い。

厚生労働省

広告可能な事項については、関係法令に加え、「医療広告ガイドライン」、「医療

広告ガイドラインに関するQ&A」及び「医療広告規制におけるウェブサイトの事例

解説書」により明確化をはかっております。

ご指摘いただいた例のうち、「医師に対する患者評価の集計や掲載事業者が

行った集計の結果」については、その趣旨が必ずしも明らかでないですが、患者等

の主観に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談については、個々の患

者の状態等により当然にその感想が異なるものであり、誤認を与えるおそれがある

ことを踏まえ、医療広告としては認められません。一方、第三者が運営するいわゆ

る口コミサイト等への体験談の掲載については、医療機関が広告料等の費用負

担等の便宜を図って掲載を依頼しているなどによる誘因性が認められない場合

は、広告に該当しません。

福島県会津若松
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オンライン診療における

臨床試験施行の容認
オンライン診療における臨床試験施行の容認

【社会的効果】

オンライン診療による臨床試験遂行の負荷（医

療者側および患者側）が軽減される。

「オンライン診療は、患者がその利点及び生ずるお

それのある不利益等について理解した上で、患者

がその実施を求める場合に実施されるべきものであ

り、研究を主目的としたり医師側の都合のみで

行ったりしてはならない」との記載あり。どこまでが主

目的かの判別は難しく、オンライン診療における臨

床試験を行いづらい。

・オンライン診療の適切な実施に関す

る指針VI オンライン診療の実施にあ

たっての基本理念vi

オンライン診療における臨床試験施行を容認する。 厚生労働省

オンライン診療については、全国的な措置として「関係学会や事業者等とも協力

し、オンライン診療の安全性・有効性に係るデータの収集や事例の実態把握を

進めるとともに、今回の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際しての時限的

措置において明らかとなった課題や患者の利便性等を踏まえ、恒久化の内容に

ついて、具体的なエビデンスに基づき、検討を行う。初診の取扱い等も含めた時

限的措置の恒久的な枠組みについては、2021年夏を目途に時限的措置の実

績も踏まえて、その骨格を取りまとめた上で、同年秋を目途に「オンライン診療の

適切な実施に関する指針」を改定する」（「成長戦略フォローアップ」令和３年

６月18 日閣議決定）こととしております。

福島県会津若松
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AIや事務員による電

子カルテの事前代行

入力の容認

AIや事務員による電子カルテの事前代行入力の

容認

【社会的効果】【経済的効果】

AIやクラークによる問診や所見が事前にカルテ入

力され、医師がそれを確認・承認する仕組みであ

れば、医師の病状把握およびカルテ入力の効率が

上がり、患者対応により時間をかけることができる。

ひいては、患者の待ち時間の減少、医療経済の

改善にもつながる。

診療録は医師の診察を経た上で基本的に医師

が記載することが想定されているが、医師が最終

的に確認し署名することを条件に、事務職員が医

師の補助者として記載を代行することは可能とさ

れている。しかし、現状では医師の診察中に代行

入力するとの解釈が一般的であり、診察前にAIや

事務員が整理した情報をカルテに下書きすること

の可否は定まっていない。

・医師法第24条第1項

・医政発第1228001号

AIや事務員による電子カルテの事前代行入力を可能とす

る。
厚生労働省

「診断書、診療録及び処方せんは、診察した医師が作成する書類であり、作成

責任は医師が負うこととされているが、医師が最終的に確認し署名することを条

件に、事務職員が医師の補助者として記載を代行することも可能」（平成19

年12月28日医政発第1228001号厚生労働省医政局長通知）としていると

ころ、医師の責任で作成される限りにおいて、医師が最終的に確認し署名するこ

とを条件に、診察前にAIや事務員が整理した情報をカルテに代行入力すること

は可能です。

・本提案は、AIが代行入力したカルテを医師が承

認するタイミングがどこまで許容され、AIが入力し、

医師未承認のカルテをもとに検査等行われた場合

の対処の明確化を求めるものである。

・診療録は医師が最終的に確認し署名することを

条件に、診察前にAIや事務員が整理した情報を

カルテに代行入力することは可能とされている。

・AIが代行入力したカルテを医師が承認するタイミ

ング・期間（AIが記載後24時間以内、記載が

更新された都度、レセプト処理前、請求時まで）

や、AI記載済み・医師未承認のカルテを基に検

査や処置等が行われた場合の扱いについて明確

化して頂きたい。

厚生労働省

診療録については、医師法第24条において、「医師は、診療をしたときは、遅滞

なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない」と規定されておりま

す。

また、「人工知能（AI）を用いた診断、治療等の支援を行うプログラムの利用と

医師法第17 条の規定との関係について」（平成30 年12 月19 日付け医政

医発1219第１号厚生労働省医政局医事課長）において、「人工知能

（AI）を用いた診断・治療支援を行うプログラムを利用して診療を行う場合につ

いても、診断、治療等を行う主体は医師であり、医師はその最終的な判断の責

任を負う」ことをお示ししているところ、AIを用いた診断・治療支援を行うプログラ

ムを利用して診療を行う場合についても、医師がその最終的な判断を行い、医

師やその指示を受けた看護師等が検査や処置等を行うことは、現行制度上も

可能です。



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経済

的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答
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生活習慣病における

（オンライン/オフライ

ン）集団診療の解禁

生活習慣病における（オンライン/オフライン）集

団診療の解禁

【経済的効果】

集団療法は、現在薬物依存症の治療において保

険で認められている。一方、生活習慣病において

もピアサポートが有用との報告がある。安全性や同

意の面に十分配慮すれば、集団診療が治療効

果や経済効率の面において有用な可能性があ

る。

「プライバシーが保たれるよう、患者が物理的に外

部から隔離される空間においてオンライン診療が行

われなければならない」との記載がある。

・オンライン診療の適切な実施に関す

る指針V-2-(2）

・医療法施行規則第1条

生活習慣病における（オンライン/オフライン）集団診療の解

禁する。
厚生労働省

「オンライン診療の適切な実施に関する指針」（平成30年３月：令和元年７

月一部改訂）２．(2)において、「患者の所在が医療提供施設であるか居宅

等であるかにかかわらず、第三者に患者に関する個人情報・医療情報が伝わる

ことのないよう、患者のプライバシーに十分配慮された環境でオンライン診療が行

われるべき」とされているところ、必ずしも患者単独での診療に限定しているもので

はなく、患者の同意や十分なプライバシーへの配慮を前提として、医師の判断で

集団診療を行うことは可能です。ただし、オンライン診療においては、対面診療に

比べ、患者に関する個人情報・医療情報が漏洩する危険性が高いことに留意が

必要です。
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一般医薬品の特定販

売（インターネット販

売）時の実店舗要

件・発送要件の緩和

一般医薬品の実店舗と紐付かないインターネット

販売や倉庫等からの発送

【社会的効果】【経済的効果】

医薬品の物流網を柔軟に構築でき、発送コストの

削減や時間短縮につながる。

一般医薬品はネット販売が可能だが、実店舗と

紐付いた販売とする必要がある。

・薬事法及び薬剤師法の一部を改正

する法律（平成25年12月13日公

布）

・薬事法及び薬剤師法の一部を改正

する法律（平成25年法律第103

号）

一般医薬品の実店舗と紐付かないインターネット販売や倉

庫等からの発送を可能とする
厚生労働省

　一般用医薬品の販売にあたっては、保健衛生上支障が生じることがないよう、

医薬品の専門的知識を有する専門家により、実地に管理された上で、販売され

る必要があり、ご提案の方法では医薬品の適切な管理や責任の所在が不明で

あることから、認めることは困難です。

・本提案は、一般医薬品の実店舗要件の緩和を

求めるものである。

・一般医薬品はネット販売が可能だが、実店舗と

紐付いた販売とする必要がある。

・一般医薬品のネット販売について、実店舗でなく

とも、オンライン等で薬剤師による情報提供が可

能な体制を整え、医薬品の管理や責任の所在を

明確とすれば倉庫などからの配送を可として頂きた

い。

厚生労働省

一般用医薬品の販売にあたっては、保健衛生上支障が生じることがないよう、医

薬品の専門的知識を有する専門家により、実地に管理された上で、販売される

必要があり、ご提案の方法の詳細が不明であり、医薬品の適切な管理や責任の

所在が不明であることから、認めることは困難です。
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オンライン服薬指導と

調剤等の機能に特化

した、薬局実店舗を持

たない調剤センターの

設置・活用を許容

オンライン服薬指導と調剤等の機能に特化した、

薬局実店舗や対面機能を持たない調剤センター

の設置・活用を許容

【社会的効果】

電子処方箋(2022年運用開始予定)の仕組み

と合わせ、受診・処方・薬の配送まで、自宅にいな

がら一気通貫の医療が受けられ、患者の利便性

が向上する。24時間対応のオンライン服薬指導・

調剤を行いやすくなり、従来救急受診していた病

態の一部は、自宅からのオンライン対応で対処可

能となる。

薬剤師がオンライン服薬指導を行う場所は、対面

の機能を持つ通常の薬局であることが求められて

いる。

・薬事法及び薬剤師法の一部を改正

する法律（平成 25 年法律第103 

号）

薬局実店舗を持たず、オンライン服薬指導と調剤等の機能

に特化した（対面機能を持たない）調剤センターのような場

所も許容する。

厚生労働省

ご提案内容について、服薬指導を行う場所と調剤業務を行う場所が一体かどう

か不明瞭ですが、処方箋に基づく調剤や薬剤交付時の服薬指導等の行為につ

いて、処方箋を応需した薬局の薬剤師が責任を持つことが困難な事態が発生し

ないよう、当該薬局で服薬指導や調剤等を行うこととしています。

また服薬指導は、必ずしも全ての場合でオンラインで実施可能とはならず、オンラ

インでの実施に支障が生じた際の緊急時の対応を含め、当該薬局で対面で服

薬指導ができることを担保しておくことが患者の医療安全を確保する上で必要で

す。

・本提案は、調剤・オンライン服薬指導及び薬局

医薬品販売の対面原則の撤廃を求めるものであ

る。

・薬剤師が調剤及びオンライン服薬指導を行う場

所や、薬局医薬品販売については、対面の機能

を持つ通常の薬局であることが求められている。

・デジタルを用いた情報共有で調剤、服薬指導の

責任が取れる体制を構築した上で、薬局実店舗

や対面機能を持たない調剤センターからの配送や

薬局以外からのオンライン服薬指導を許容いただ

きたい。

厚生労働省

薬局医薬品については、医療において用いられることを前提としていることから、処

方箋に基づく薬剤の交付を原則としており、一定の条件の下、オンライン診療及

びオンライン服薬指導を行った上で、調剤した薬剤を配送等することは可能で

す。

なお、薬剤師は服薬指導にあたって、オンラインでの実施の可否を判断していま

す。オンラインでの実施に支障が生じた際など緊急時には服薬指導を実施してい

る薬局で、対面による服薬指導ができるように担保しておくことが患者の医療安

全を確保する上で必要です。その上で、薬局外にいる薬剤師からのオンライン服

薬指導を行えるようにするには、プライバシーの保護や患者情報の共有のための

セキュリティー確保に加え、物理的に離れた場所で調製された薬剤をどう扱うかな

ど様々な課題が想定されるため、慎重な議論が必要です。
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対面診療を含む全て

の診療形態での遠隔

服薬指導の解禁

対面診療を含む全ての診療形態での遠隔服薬

指導の解禁

【社会的効果】

通常の対面診療終了後でも、薬局への移動や待

ち時間の負担なく遠隔で必要な服薬指導を受け

ることができる。

現在は0410対応(2020年４月10日 事務連

絡)により対面診療での処方箋も遠隔服薬指導

が可とされるが、時限的措置であり、2020年の改

正薬機法で可能とされるオンライン服薬指導はオ

ンライン診療または在宅診療で発行された処方せ

んに限られる。

・改正薬機法第９条の３第１項及

び改正薬機則第15条の13第２項第

１号から第３号(令和2年)

対面診療を含む全ての診療形態での遠隔服薬指導の解禁 厚生労働省

　薬局におけるオンライン服薬指導については、規制改革実施計画（令和３年

６月18日閣議決定）を踏まえ、オンライン診療又は訪問診療を受診した場合

に限定せず実施可能とする予定です。
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地域ポイント・地域通

貨とID決済・地域ウォ

レットの導入での利用

普及

店舗の決済手数料負担を減らし、入金サイクルの

即時化を実現する地域通貨を発行する。地域通

貨によって利用者の行動に応じたインセンティブ付

与や、地域での買い物、行政支払い、給付受給

などに利用可能。

インセンティブとなる原資は、自治体や地域企業、

団体などが地域貢献ファンドとして拠出し、地産地

消、健康増進、環境保全など地域課題解決につ

なげる。

【社会的効果】

オプトインによる市民の購買行動データを活用し、

生活に便利な様々なサービスが提供可能となる。

地域通貨で地産品にメリット感を出すことで、地産

地消の増加が期待できる。

市民の状況に応じて必要な時に必要な給付が用

途に限定支給できる。

【経済的効果】

店舗の決済手数料負担を減らし、入金サイクルの

即時化が実現し、キャッシュレスの普及率が上が

る。

地域通貨による決済行動データを市民のオプトイ

ン前提に地域への還元利活用を目指している。

一金融機関の取組ではなく、公民金が一体となっ

て発行運営していく必要がある。

また、現行では定められた供託金の義務があり、

発行主体者を制限してしまい実施障壁が高い。

さらに、発行金額、有効期限の制限があり、施策

の自由度を低下させている。これらの規制が市民

への生活支援を阻害している。

・資金決済法第7条、第10条第１項

1号、第14条、第37条、第40条１

項1号、第43条

デジタルを活用し地域独自の基準で発行主体となる団体の

与信か、その信用を担保する他の企業あるいは、保険会社

によって消費者保護を可能とする。

地域通貨で各種給付金等が支給できるようにする。

給付金が目的に沿った利用がされるようにする。

金融庁

　ご提案頂いた「デジタルを活用し地域独自の基準で発行主体となる団体の与

信か、その信用を担保する他の企業あるいは、保険会社によって消費者保護を

可能とする。」については、資金決済に関する法律第15条（及び資金決済法に

関する法律施行令第８条第２項）において、前払式支払手段発行者が保険

会社等と発行保証金保全契約を締結した場合、保全金額につき、発行保証

金の供託をしないことができる旨が規定されており、既に措置されているものと考え

ます。

　なお、「地域通貨で各種給付金等が支給できるようにする。給付金が目的に

沿った利用がされるようにする。」というご提案については、資金決済に関する法

律で規制しているものではありません。

・本提案は、株式会社ではなく、一般社団法人に

おいてデジタル通貨が発行できないかというもので

ある。

・発行保証金の供託の例外規定については理解

したが、何れ一般社団法人ではデジタル通貨の発

行はできない。

・一般社団法人で行う理由は、民間側が主体と

なった地域運営を公益的に行う主体として一般

社団法人の活用を考えており、スーパーシティの他

分野の取組と一体となった地域運営の主体として

期待されている。

金融庁

資金決済法は、資金移動業者の登録要件として株式会社であることを求めてい

ます（第40条第１項第１号）。

資金移動業者は、経済活動の基礎をなす社会インフラとして送金等のサービス

を提供する事業者であり、事業が適正かつ確実に遂行され、利用者の保護が図

られることが重要です。

こうした観点から、多様な資金調達手段による弾力的かつ機動的な業務運営

や、会社法に基づくコーポレート・ガバナンス機能の活用による効率的な業務運

営を期待できる株式会社であることを要件としています。

ご提案いただいたデジタル地域通貨事業については、デジタル地域通貨が地域

内で幅広く利用されることが想定されることを踏まえると、事業の適正かつ確実な

遂行、利用者保護が図られる必要があり、上記の理由から、株式会社である資

金移動業者により実施されることが適切と考えます。
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「デジタルCFO事業」として、市民や地域企業向

けにニーズに応じた適時貸付を行う。

事業の営みの中で発生する様々なデータを信用

データとして評価し、企業への資金ニーズに適時に

応えることで地域事業者の経営安定化を図る。

【経済的効果】

企業の活動データを基にした信用評価の軸が加

わることで、タイムリーに経営状況をとらえた金融支

援が可能となり、中小企業の経営安定化（資金

繰り改善）を図ることができる。

従来型の貸付手法だけでは、中小企業を取りまく

外部環境変化に適応したリアルタイムな貸付ニー

ズに答えることは困難である。

トランザクションレンディングに加えて、企業の『非財

務情報＝事業活動データ』活用可能とする取扱

事業者の規制緩和が必要である。

・貸金業法第3条第1項

・銀行法第52条36第1項

地域事業者の営みの中で生成される様々なデータを地域独

自の基準で管理、信用保証する仕組みを構築し、地域の金

融機関と連携することで、中小企業へ適時貸付を可能とす

る。

金融庁

　現状の記載では、緩和をご提案頂いている規制等が特定できないため、ご回

答は困難です。今後、ご提案の趣旨・詳細が判明したところでご回答させて頂き

ます。
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各種行政手続きにお

けるマイナンバーの利

用

法定利用事務に関連した行政手続きでしかマイ

ナンバー利用ができないが、オンライン・デジタルに

おいて個人をユニークに識別可能なマイナンバーは

オンライン行政手続きと非常に相性が良いため、マ

イナンバーが利用可能な事務の範疇を拡大してい

きたい。

【社会的効果】【経済的効果】

オンラインにおける行政手続において、マイナンバー

を本人確認に利用可能となることで、市民・市役

所双方にとって効率の良い行政手続が実現可

能。

市民も市役所まで移動・訪問するコストが削減さ

れ、生産性が向上する。

個人場号の利用範囲について、マイナンバー法第

９条第１項から第３項及び別表第１において、

個人番号利用事務及び個人番号関係事務の

範囲は、社会保障、税及び災害対策分野にホワ

イトリスト方式で限定されており、多様な行政手

続における一部しかカバーされていない。

銀行口座紐づけを可能とするマイナンバーの利用

拡大を含めたデジタル改革関連5法案が衆院を

通過したところであるが、広く行政手続における本

人確認に利用されることが望ましい。

•マイナンバー法

第９条（利用範囲）

別表第１（第９条関係）

個人番号の利用範囲について、行政手続き全般おける本人

確認に利用できるようにする必要がある。
内閣府

マイナンバーの利用範囲については、幅広く利用できるようにすることが国民の利

便性向上に資するとの御意見がある一方、プライバシー保護等の面から幅広く利

用することを懸念する御意見もあったことから、まずは社会保障・税・災害の３分

野に限定して制度を開始した経緯がある。

こうした経緯を踏まえ、令和2年12月25日に閣議決定された「デジタル・ガバメン

ト実行計画」に基づき、社会保障・税・災害の３分野以外におけるマイナンバー

を利用した情報連携について、デジタル政府の核心であるワンスオンリー（行政

機関等から同じ情報を聞かれない）を実現し、国民の負担を減らす等の観点か

ら、国民の理解の得られたものについて、検討・実施することとしている。

このため、特区を設置し、一部の区域に限りマイナンバーの利用範囲を拡大する

ことは困難である。

・アメリカの社会保障番号や韓国の住民登録番

号のような、デジタルユニークIDが存在することが、

各種手続デジタル化や情報流通効率化に必要

不可欠であり、デジタル社会資本の重要な一角を

占めると考える。

・当該ユニークIDに最も適したものは”マイナン

バー”であると考えており、いずれ到達しなければな

らないマイナンバー利用社会実現のためにも、市

民のオプトインに基づく行政手続でのマイナンバー

全面利用を特区として開始したい。

・都市OS等を通じて行政システムと連携する企業

の各種手続においてもマイナンバーを利用し、添

付書類によらない行政情報取得を実現する。

デジタル庁

マイナンバー法第9条第１項に規定する事務のほか、同条第２項により、「地方

公共団体の長その他の執行機関は、福祉、保健若しくは医療その他の社会保

障、地方税又は防災に関する事務その他これらに類する事務であって条例で定

めるものの処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効

率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することがで

きる。」とされているところであり、当該規定の活用を検討いただきたい。

福島県会津若松

市
22

オンライン申請書の入

力項目の柔軟化

デジタル手続法で、オンラインでの手続き申請や押

印の省略は許可されているが、申請書記載項目

のオンラインと紙との差分（変更や省略）について

明示的に許可されていないため、オンライン申請に

合わせた入力項目の最適化ができないため、デジ

タル化の恩恵が十分とならないことから、デジタル手

続きにおいては独自の申請項目で手続きを可能と

する。

【社会的効果】【経済的効果】

手続きが簡素化・迅速化し、住民サービスの利便

性向上につながる。

また、行政側の人手不足解消や、働き方改革の

推進も期待される。

オンラインでの各種申請の規定について、デジタル

手続法第6条2項に「前項の電子情報処理組織

を使用する方法により行われた申請等について

は、当該申請等に関する他の法令の規定に規定

する方法により行われたものとみなし（抄）」との

記載がある。そのため、各申請における法令の規

定により、オンライン申請の入力項目が、紙での申

請と同一であることが求められているように見受けら

れる。

ハンコの省略等を含めたデジタル改革関連5法案

が衆院を通過したところであるが、ハンコのみなら

ず、オンラインでは徴収項目自体が異なることを明

示的に許容することが望ましい。

•デジタル手続法

第6条（電子情報処理組織による申

請等）

オンラインでの各種申請について、入力項目の最適化を明示

的に許可する規定を追記する必要がある。
内閣府

デジタル手続法第６条は、法令の規定により書面等により行うことが義務付けら

れている申請等について、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるとこ

ろによりオンラインによる手続を可能とする旨を規定している。すなわち、オンライン

化による申請等の具体的な方法は主務省令に委ねられており、オンラインによる

入力項目を制限するものではないことから、御提案については主務省令において

対応可能である。

なお、各申請等の行政手続の所管省庁においては、デジタル・ガバメント実行計

画（令和２年12月25日閣議決定）等に基づき、デジタル化の効果を最大限

に発揮できるよう、行政サービスの利用者の利便性向上並びに行政運営の簡素

化及び効率化に立ち返った業務改革（BPR）に取り組むこととしている。

・以下の観点を明確化させていただきたい。

・デジタル手続法第６条第1項においては、「その

（申請等の）方法が規定されているものについて

は、（抄）主務省令で定めるところにより、

（抄）行うことができる」と記載されているが、本

項で示すことは、オンラインによる申請等が可能で

あることの他に、オンラインによる申請の際の入力

項目、入力フォームの種類、タッチポイントの場所

その他の申請にかかる一切の方法を主務省令で

定めることが可能という主旨が含まれているという

認識で良いか。

デジタル庁

繰り返しになるが、デジタル手続法第６条は、法令の規定により書面等により行

うことが義務付けられている申請等について、当該法令の規定にかかわらず、主

務省令で定めるところによりオンラインによる手続を可能とする旨を規定している。

主務省令で定める手続の詳細については、書面等により行う場合の法令等の規

定がいかなるものであるか、オンラインによる手続をいかなるものとして設計するか

等により、各法令等の所管省庁において判断するものと考える。



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経済

的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答
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インターネット投票等の

実現

現状では投票用紙への自署を原則とし、投票所

における電子投票までは可能となっているが、マイ

ナンバーカードを活用した厳密な本人確認性を担

保した上で、インターネットを通じた電子投票（イ

ンターネット投票）についても可能とすることで、デ

ジタル民主主義を実現する。

【社会的効果】

開票の迅速化、集計の正確化。

場所に縛られることなく、投票が可能となり、若年

層の投票率の向上が期待できる。

【経済的効果】

投票所・開票所の開設・運営に係る経費の削

減。

公職選挙法の第37条から第39条、第42条及び

第44条から第46条において、投票管理者の管理

下で、選挙管理委員会の指定する投票所におい

て、投票立会人の立会のもと、投票用紙に候補

者一名の氏名を自書して投票することとなってい

る。

自書に関しては、電子投票法の第３条及び第４

条において、電磁的記録式投票機による投票が

可能とされているが、投票所における投票が基本

となっており、インターネット投票が前提となった規

定には至っていない。

・公職選挙法

第37条（投票管理者）　

第38条（投票立会人）

第39条（投票所）

第42条（選挙人名簿又は在外選挙

人名簿の登録と投票）

第44条（投票所における投票）

第45条（投票用紙の交付及び様

式）

第46条（投票の記載事項及び投

函）

・電子投票法

第３条（電磁的記録式投票機によ

る投票）

第４条（電磁的記録式投票機の具

備すべき条件等）

・インターネット上に「投票所」の概念の設定

・インターネット上での選挙人名簿対照の手続きの設定

・「インターネット投票所」における「投票管理者」及び「投票

立会人」の概念の設定または、インターネット投票における特

例措置

・投票者がインターネット投票する手続き上において「投票立

会人」「投票管理者」が介入することができる措置

総務省

インターネット投票については、投票管理者や立会人が不在となる投票を、国内

において特段の要件なしに認めることの是非、セキュリティ対策など選挙の公正確

保等の観点から課題があると考えている。

また、新たな投票方法を導入することは、選挙制度の根幹にも関わる要素がある

ことから、国会における議論なども踏まえる必要があると考えている。

・投票という民主主義の根幹に係る事項において

最も大切なものは、『有権者がそのプロセスを理解

し、結果に納得することが可能な方法で実施する

こと』であると考えており、直ちにインターネット投票

を実現することは困難との認識は持っている一方

で、インターネット投票という選択肢を増やすこと

が、本市の掲げる『逆デジタルデバイドの解消』にも

つながると考えている。

・ついては、まずは選挙以外の市民とのコミュニケー

ションをよりデジタル化し、市民にデジタルに慣れて

もらいつつ、スーパーシティに選定された暁には、数

年後から希望する者はインターネット投票を可能と

するなど、徐々にインターネット投票を実現していき

たい。

総務省

ご提案のインターネット投票については、現行制度上、一定の障害者等を対象と

した郵便等投票など、極めて限定的にしか認められていない投票管理者等が不

在の投票を、国内の選挙において何らの要件なしに認めるものであるなど選挙の

公正確保等の観点から課題があり、選挙制度の根幹に関わる問題であるため、

各党各会派における議論が必要であり、特区として実験的に行うべきものではな

いと考える。

なお、総務省としては、まずは在外選挙におけるインターネット投票の導入につい

て、国会における議論なども踏まえて検討してまいりたい。

福島県会津若松
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災害から命を救うデジ

タル防災サービス（マ

イ・ハザード）

有事の際の位置情報利用に関する事前オプトイ

ンにより、パーソナライズされた総合防災サービスを

提供。家族情報・日頃の行動情報(通勤ルート

等)との連携を図り、高齢者、小学生の見守り機

能、避難行動要支援者の安否確認など、各市

民の活動状況に即した防災・避難情報の提供を

実現。（事前オプトイン範囲に基づき、複数地域

間での防災・医療・介護情報の連携を図る）

【社会的効果】【経済的効果】

住民以外の旅行者等が被災した場合や市民が

他地域への旅行中に被災した場合にも、病歴や

服薬、健康面など配慮が必要な要配慮者である

ことなど、位置情報と併せて個人の事前オプトイン

範囲に基づき、防災・医療・介護情報を連携する

ことで、今いる場所からその時取るべき最適な避難

行動を、全ての滞在者に対して支援可能となる。

以上のことから自治体における被災者台帳の整備

対応や避難行動要支援者名簿の地域間連携に

かかる行政コストの増大抑制及び削減効果が見

込める。

マイナンバー法に以下の記載がある。

第9条2項　地方公共団体の長その他の執行機

関は、福祉、保健若しくは医療その他の社会保

障、地方税又は防災に関する事務その他これらに

類する事務であって条例で定めるものの処理に関

して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人

情報を効率的に検索し、及び管理するために必

要な限度で個人番号を利用することができる。と

記載があるが、有事の際の位置情報と個人番号

に紐づく防災・医療・介護情報の地域間連携まで

規制緩和が必要。

•マイナンバー法第9条2項

事前オプトインに基づき、有事の際の位置情報と個人番号、

病歴や服薬、健康面など配慮が必要な要配慮者であること

など、本人同意の範囲内で防災・医療・介護情報の地域間

連携を可能とする。

内閣府

個人情報保護法が本人同意を根拠とする個人情報の第三者提供を認める一

方、特定個人情報の場合は、本人であってもマイナンバー法19条各号が特に認

める場合を除き、第三者提供が禁止されている。

これは、「個人番号は、悉皆性、唯一無二性、視認性を有し、「民－民－官」

で流通するものであるため、より厳格に第三者提供を制限しなければ、不正な

データマッチングが行われる蓋然性が高い」からとされる。

マイナンバー法第19条第16号は、こうした考え方に基づき、「人の生命、身体又

は財産の保護のために必要がある場合において、本人の同意があり、又は本人

の同意を得ることが困難であるとき」について、特定個人情報の第三者提供を認

める旨が規定されており、有事の際の特定個人情報の第三者提供を、事前のオ

プトインに基づき認めることは困難である。

・本提案は、事前オプトインに基づき、有事の際の

位置情報と個人番号（マイナンバー）、病歴や

服薬、健康面など配慮が必要な要配慮者である

ことなど、本人同意の範囲内で防災・医療・介護

情報の地域間連携を可能にできないかというもの

である。

・住民以外の旅行者等が被災した場合や市民が

他地域への旅行中に被災した場合に、個人の事

前オプトイン範囲に基づき連携することで、市内滞

在者の生命、身体保護を図りたい。

・これらの連携において最も適したものは”マイナン

バー”であると考えており、いずれ到達しなければな

らないマイナンバー利用社会実現のためにも、市

民のオプトインに基づくマイナンバー全面利用を特

区として開始したい。

デジタル庁

マイナンバー法第９条第２項により、「地方公共団体の長その他の執行機関

は、福祉、保健若しくは医療その他の社会保障、地方税又は防災に関する事

務その他これらに類する事務であって条例で定めるものの処理に関して保有する

特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するため

に必要な限度で個人番号を利用することができる。」とされている。

また、同法第19条第16号は、「人の生命、身体又は財産の保護のために必要

がある場合において、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であ

るとき」について特定個人情報の提供を認める旨が規定されている。

ご提案の実現に当たっては、これらの規定の活用を検討いただきたい。

警察庁

　道路上のカーシェアリングステーションについては、その設置条件、構造等を勘案

し、当該場所における駐車が道路交通の安全と円滑に支障を生じさせるおそれ

がなければ、自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条の規定により保

管場所とすることが禁じられる「道路上の場所」に該当しないと考えられます。

　以上の回答に関し、御提案に係る記載内容のみでは定かではない部分もある

ため、カーシェアリングステーションの構造等を具体的に明らかにして個別に警察庁

に御相談ください。

・本提案は、道路上の場所に該当しないような工

作（路側帯を工事した上で仕切りを設置するよう

な工作）によることなく、のぼりの設置やシールの

貼り付けといった簡易的な目印の設置のみの措置

により、あくまで道路上のスペースをステーションとす

ることで、乗り降りの柔軟性・利便性を向上させる

ことができないかというものである。

・なお、道路上のスペースをステーションにすることが

規制緩和により可能となったとしても、安全性や周

辺環境との調和のために道路管理者との協議・調

整は必要となるものと認識している。

警察庁

　道路上のカーシェアリングステーションの設置に当たり、その設置条件、構造等を

勘案し、当該場所における駐車が道路交通の安全と円滑に支障を生じさせるお

それがないと認められる場合には、当該場所は、道路交通法上の道路に当たる

場所であっても、自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条の規定によ

り保管場所とすることが禁じられる「道路上の場所」には該当しないと考えられま

す。なお、道路交通の安全と円滑に支障を生じさせるおそれのある道路上の場

所においては、レンタカー型カーシェアリングの場合であっても、保管場所として認

めることは困難です。

　この点、当該駐車が道路交通の安全と円滑に支障を生じさせるおそれがないと

認められるためには、駐車中の車両に対する追突事故防止や乗降中の事故防

止等を図るため、通常、工作物の設置等の安全確保措置を要するものと考えま

すが、個別具体の案件については、周囲の交通状況等を踏まえ、総合的に判断

する必要があり、一概に判断できないため、個別に警察庁に御相談ください。

国土交通省

提案内容の明確化を要するが、警察庁の検討結果を踏まえて適切に対応す

る。

【道路法について】

（道路の占用許可基準の特例措置の適用、手続きのワンストップ化）

以下の理由により措置済み。

理由：国土交通省においては、「道路空間を活用したカーシェアリング社会実

験」を実施しているところ。また、占用手続きについては「道路占用許可に係る占

用手続きの簡素化及び一層の弾力化」等により緩和措置を講じており、提案事

業の実施において現行占用手続きが支障になるとは考えられないため。

・本提案は、道路上の場所に該当しないような工

作（路側帯を工事した上で仕切りを設置するよう

な工作）によることなく、のぼりの設置やシールの

貼り付けといった簡易的な目印の設置のみの措置

により、あくまで道路上のスペースをステーションとす

ることで、乗り降りの柔軟性・利便性を向上させる

ことができないかというものである。

・なお、道路上のスペースをステーションにすることが

規制緩和により可能となったとしても、安全性や周

辺環境との調和のために道路管理者との協議・調

整は必要となるものと認識している。

国土交通省

カーシェアリングステーションを道路上に設けるにあたっては、柵やチェーン等の安全

施設を設置するなど、道路交通への支障を防止するための措置が必要であると

考えております。

この点、どのような安全施設等を設置すれば、道路交通に支障が生じるおそれが

ないと認められるかということにつきましては、周囲の道路の構造及び交通状況等

を踏まえた総合的な判断になると考えられますので、設置場所の道路状況等を

示しつつ、個別にご相談ください。
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貸渡登録のないモビリ

ティのシェアリング

貸渡登録の無い自家用自動車について、当該車

両の利用を希望する第三者に貸し出すことができ

るシェアリングサービス

域内の移動手段の多様化による移動頻度向上

自家用自動車を業として有償で貸渡してはならな

い。

一方、自家用自動車の保有者と他利用者との間

で「共同使用契約」を締結し、当事者が共同で

使用する形態について道路運送法を要しないとの

解釈も示されているが、当事者全員が共同使用

契約を締結することが前提となっていることに加え、

他利用者が自家用自動車の保有者に支払う共

同使用料は自家用自動車の車両の維持に必要

とされる実費を基礎に按分された額とされており、

それ以上の共同使用料は受け取ることができない

・道路運送法第80条

以下の安全性を担保する措置が講じられた場合について、

当該自家用自動車を、共同使用契約を締結せず、また当

該自家用自動車の保有者が受領する金額の上限なく、有

償で第三者に貸し出すことができるものする

① 貸渡車両として登録された自家用自動車は、法定点検

等を期日までに適切に実施したものに限りその登録を維持す

る

② 貸渡車両として登録された自家用自動車は、機器を搭

載する等の方法で走行距離や時間帯毎の利用履歴を確認

できる。

③ 自家用自動車の保有者と他利用者をマッチングさせるシ

ステムの運営事業者が他利用者の本人確認を適切に実施

する

国土交通省

事業として有償での車両貸渡を行う場合は、一般の自家用自動車よりも多頻

度で使用されること等から、利用者の安全確保を図るため、適切に安全コストを

負担して、車両の管理・整備等を行うことのできる事業者に許可を与えて、事業

を運営させることとしている。また、有償貸渡業で使用される自動車については、

無許可営業の抑止の観点から、利用者や関係機関による識別を容易にするた

め、通常の自家用自動車とは異なる区分の自動車登録番号標を用いることとし

ている。また、共同使用契約の締結により、当事者間で共同使用を行うことにつ

いては、事業許可は不要だが、使用料の設定方法等について、有償での車両

貸渡と実質的に変わりがない場合はレンタカー事業許可が必要となる。

提案内容については明確化を要するが、内容から推察するに、特定の車両につ

いて、複数の利用者から貸渡の対価を得て、多頻度で使用させる事業であると

考えられるところ、不適切な車両管理等により、利用の安全確保に支障をきたす

可能性があるため、レンタカー事業の許可を得て事業を実施する必要がある。

・レンタカー事業者等が車両管理者となって、車

両を定期的に点検（タイヤの空気圧、ブレーキ、

ライトが作動するか等の点検）し、ナンバープレー

トへ業者のシールを貼る等の措置を行い、通常の

車両との違いを明確にすることにより特例の措置を

講じて頂きたい。（レンタカー事業者が一般市民

から車両の委託を受けて貸し出す形）

・共同利用では指摘の通り、車両の安全性を担

保できない可能性があることから、有益な取り組み

であると考えられると共に、シェアリングを行うことで

車両保有コストの削減や二酸化炭素排出量の

削減に繋がるものと考える。

国土交通省

自家用自動車の有償貸渡しの許可を与えるにあっては、許可基準（欠格事由

の非該当、事故に備えた十分な補償を行いうる自動車保険への加入等）を審

査の上、種々の許可条件（貸渡料金、約款の掲示、　レンタカー車両の適切

な管理、運輸支局に対する実績報告等）を付し、また、その違反時には行政

処分を行う等により、レンタカー利用者の保護を法的に担保している。

ご提案の事業は、自家用車の所有者である地方公共団体・民間事業者等が

複数の利用者から貸渡の対価を得て、特定の車両を多頻度で使用させる事業

と推察されるところ、たとえレンタカー事業者が定期点検を行う等の措置を行う場

合であっても、車両所有者が許可なく上記事業を行う場合には、定期点検等の

措置が適切に行われていない場合であっても行政処分等の是正措置を行うこと

ができず、レンタカー利用者の保護を法的に担保することができないこととなる。し

たがって、上記事業を行うにあたっては車両所有者にレンタカー事業の許可を得

て実施させる必要がある。

なお、車両保有コストの削減や二酸化炭素排出量の削減の観点からは、ご認

識のとおり、現行制度においても共同使用の形態を活用することが可能である。

福島県会津若松

市
27

カーシェアを切り口とし

た公共資産の流動化

貸渡登録されていない域内の公用車をシェアリン

グ対象として活用する
域内アセットの有効活用による生産性向上

道路運送法上、貸渡登録の無い車両を業として

第三者に貸し出すことは不可能
・道路運送法第80条

道路運送法を一部改正し、貸渡登録されていない公用車

のシェアリングサービスを可能とする
国土交通省

事業として有償での車両貸渡を行う場合は、一般の自家用自動車よりも多頻

度で使用されること等から、利用者の安全確保を図るため、適切に安全コストを

負担して、車両の管理・整備等を行うことのできる事業者に許可を与えて、事業

を運営させることとしている。また、有償貸渡業で使用される自動車については、

無許可営業の抑止の観点から、利用者や関係機関による識別を容易にするた

め、通常の自家用自動車とは異なる区分の自動車登録番号標を用いることとし

ている。また、共同使用契約の締結により、当事者間で共同使用を行うことにつ

いては、事業許可は不要だが、使用料の設定方法等について、有償での車両

貸渡と実質的に変わりがない場合はレンタカー事業許可が必要となる。

提案内容については明確化を要するが、内容から推察するに、特定の車両につ

いて、複数の利用者から貸渡の対価を得て、多頻度で使用させる事業であると

考えられるところ、不適切な車両管理等により、利用の安全確保に支障をきたす

可能性があるため、レンタカー事業の許可を得て事業を実施する必要がある。

・レンタカー事業者等が車両管理者となって、車

両を定期的に点検（タイヤの空気圧、ブレーキ、

ライトが作動するか等の点検）し、ナンバープレー

トへ業者のシールを貼る等の措置を行い、通常の

車両との違いを明確にすることにより特例の措置を

講じて頂きたい。（レンタカー事業者が市役所から

車両の委託を受けて貸し出す形）

・共同利用では指摘の通り、車両の安全性を担

保できない可能性があることから、有益な取り組み

であると考えられると共に、シェアリングを行うことで

車両保有コストの削減や二酸化炭素排出量の

削減に繋がるものと考える。

・なお、事業内容としては、補足資料のような事業

展開を考えている。

国土交通省

自家用自動車の有償貸渡しの許可を与えるにあっては、許可基準（欠格事由

の非該当、事故に備えた十分な補償を行いうる自動車保険への加入等）を審

査の上、種々の許可条件（貸渡料金、約款の掲示、　レンタカー車両の適切

な管理、運輸支局に対する実績報告等）を付し、また、その違反時には行政

処分を行う等により、レンタカー利用者の保護を法的に担保している。

ご提案の事業は、自家用車の所有者である地方公共団体・民間事業者等が

複数の利用者から貸渡の対価を得て、特定の車両を多頻度で使用させる事業

と推察されるところ、たとえレンタカー事業者が定期点検を行う等の措置を行う場

合であっても、車両所有者が許可なく上記事業を行う場合には、定期点検等の

措置が適切に行われていない場合であっても行政処分等の是正措置を行うこと

ができず、レンタカー利用者の保護を法的に担保することができないこととなる。し

たがって、上記事業を行うにあたっては車両所有者にレンタカー事業の許可を得

て実施させる必要がある。

なお、車両保有コストの削減や二酸化炭素排出量の削減の観点からは、ご認

識のとおり、現行制度においても共同使用の形態を活用することが可能である。

福島県会津若松

市
25

許可された道路上のス

ペースでの乗捨・出発

が可能なワンウェイ方

式のレンタカー型カー

シェアリング

許可された道路上のスペースをカーシェア車両の配

置事務所として市中に配備し、当該道路上のス

ペースを含む乗降スポット間で乗り捨て可能なカー

シェアリングサービスを提供

•車を持たない市民、出張者、観光客の移動の

利便性向上

・自動車の保有者は、当該自動車の保管場所を

道路上以外の場所に確保しなければならない

・ワンウェイ型カーシェアリングでは道路外の駐車場

を貸渡自動車の「配置事務所」とすることができる

が、道路上のスペースを「配置事務所」とすることが

できない。また同様に、道路上のスペースを道路運

送車両法に規定される「使用の本拠の位置」とす

ることができない

・道路上にカーシェアステーションを設置および看板

を設置するには、道路管理者や所轄警察署長等

への確認・許可が必要

・また、道路の占有許可について、道路法第33条

第１項の許可基準を満たさず、許可取得ができ

ない可能性がある

・自動車の保管場所の確保等に関す

る法律第3条（保管場所の確保）

・レンタカー型カーシェアリングにおける

乗り捨て（ワンウェイ）方式の実施に

係る取り扱いについて（国自情第

205号　国自旅第609号　平成26

年3月27日）

・道路運送車両法　第７条第１項

第５号（新規登録の申請）

・自動車の保管場所の確保等に関す

る法律施行令（車庫法施行令）第

１条第１項（保管場所の要件）

〇路上ステーションの設置

・道路交通法 第44条（停車及び駐

車を禁止する場所）

・第45条（駐車を禁止する場所）

〇路上ステーションの看板設置

・道路法 第32条第１項第７号（道

路の占有許可）

・道路交通法　第77条第１項第２

号（道路の使用の許可）

〇道路占有許可の要件

・道路法 第33条第１項（道路の占

用の許可基準）

・自動車の保管場所の確保等に関する法律第３条につい

て、道路上のスペースを「保管場所」とすることを可能とする

・左記通達に道路上のスペーを「配置事務所」とする措置を

講ずる。また同通達に当該「配置事務所」とした道路上のス

ペースを「使用の本拠の位置」とすることを可能とする措置を

講ずる

・道路法第33条第１項に基づく規制の適用外とする特例

措置、もしくは特例設置が不要な場合でも、柔軟な運用を

認める旨の通知等を発出。（当該事業が、国家戦略特区

法第17条に規定される特例設置の要件に該当する場合

は、当該特例措置を活用。）

・合わせて、左記の確認および許可について、手続きを一元

的に受け、支援するワンストップセンターを創設するとともに、

柔軟な運用を行う旨の通知等を発する



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経済

的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

福島県会津若松

市
28

多様なニーズに基づく

有償運送・買物代行

等支援

第三者の依頼を受け買物代行し、送り届ける相

互扶助サービスの実現
物流担い手の増加による地域の連帯の実現

道路運送法上、自家用自動車は、有償で運送

の用に供してはならない
・道路運送法第78条

有償貸渡自動車を利用し、有償で貨物を運送することを可

能とする措置を講ずる
国土交通省

　貨物自動車運送事業法では、輸送の安全性確保や荷主保護等の観点か

ら、運送事業者が

・貨物運送に適した車両の確保

・貨物自動車運送事業に係る運行管理者の配置

・貨物運送に適用される損害保険への加入

など、貨物自動車運送事業に適した体制の整備を許可の大前提としているとこ

ろ。

　このような前提から、同法の許可等を持たない地域住民等による有償での貨

物運送は、運転手の労務管理、事故発生状況、個人情報や貨物の保護等に

重大な懸念があるため、対応することは困難である。

・輸送車両の安全性を担保するため、対応車両

はレンタカー、カーシェア等の適正なメンテナンスを

実施した車両を活用することを条件として規制の

特例措置を講じていただきたい。

国土交通省

貨物自動車運送事業法では、輸送の安全性確保のため、貨物運送に適した

車両の確保のほか、

・法令遵守に関して従業員に対する指導及び監督を行う運行管理者の設置

・車両の点検及び整備管理に係る適正な体制の確保

等も求めている。また、適正な約款の整備や十分な損害賠償能力の確保などの

荷主保護に係る取組も必要不可欠である。

自家用車は、事業用トラックと比較して１千万km走行当たりの事故発生件数

が２倍であるなど、輸送の安全性の確保等に懸念があるため、１次回答のとお

り、貨物自動車運送事業法の許可等をもたない地域住民による有償での貨物

運送を認めることは困難である。

福島県会津若松

市
29

多様なパーソナル・マイ

クロモビリティ等の公道

走行

超小型モビリティなど多様なパーソナル・モビリティの

公道走行による、物流を実現
移動手段の多様化によるエンパワーメント

道路運送車両の保安基準上、超小型モビリティ

(電動キックボードを除く)の公道走行は不可能

・道路運送車両の保安基準第61-

64条

道路運送車両の保安基準の一部改正により、超小型モビリ

ティの公道走行を可能とする
国土交通省

道路運送車両の保安基準において、既に超小型モビリティは認定制度や型式

指定制度を整備済みで一般道での走行可能となっている。

警察庁

　低速・小型の自動配送ロボットについては、関係省庁と連携し、制度整備に係

る検討を行っているところです。

　なお、現行法下でも、道路使用許可を受けること等によって、公道走行が可能

です。

　自律走行するロボットを運用する計画等がありましたら、具体的な内容等を明

らかにして個別に警察庁に御相談ください。

国土交通省

内閣官房成長戦略事務局を中心に関係省庁と連携し、遠隔で多数台の低

速・小型の自動配送ロボットを用いたサービスが可能となるよう制度を検討してお

り、令和3年６月18日に閣議決定された成長戦略実行計画に示されている通

り、低速・小型の自動配送ロボットについて、道路運送車両に該当しないこととす

る予定である。

福島県会津若松

市
31

自律・自動飛行機能

を備えたドローンによる

輸送、及び防犯、防

災、警備利用

衛星データ等を活用しながら、ドローンによる物資

の輸送、警備、異常検知等を可能とする
物流、警備等の省人化による生産性向上

航空法上、目視によらないドローンの操縦は不可

能
・航空法第132条の2第6号

航空法の一部改正により、人の操作によらずに、ドローンによ

る物資の輸送、警備、異常検知等を可能とする
国土交通省

【航空法について】

現行においても、目視外の飛行については、申請していただくことで飛行が可能で

す。

なお、目視外飛行の場合における飛行形態について制限は設けておりません。

・目視外飛行が可能なのは無人地帯という認識

であり、有人地帯での飛行を可能にするルールへ

の変更を確認させて頂きたい。

国土交通省

レベル４飛行については、第三者上空を飛行することとなるため、特に高度な機

体の安全性等を求めることが重要と認識しており、今般の法改正により機体の安

全性を認証する制度と操縦者の技能を証明する制度等を創設することでレベル

４飛行の実現が可能となり、公布の日から１年６ヶ月以内に詳細な基準等を

検討した上で施行されます。

福島県会津若松

市
32

特定目的に限定した

期間/エリアを柔軟に

変更する企画券の販

売

運行期間/エリアを柔軟に変更可能な企画券の

販売を可能とする

運行期間/エリアの最適化による公共交通の収益

性向上

道路運送法上、運行期間/エリアルート設定設定

が不可能
・道路運送法第9条、第14条

道路運送法を一部改正し、運行期間/エリア設定を可能と

する
国土交通省

規制改革事項について明確化を要するが、現行制度においても運行期間や区

間を設定した独自の企画券（割引乗車券）を販売することは可能である。

福島県会津若松

市
33

モードを超えたサブスク

運賃の事前確定
多様な公共交通機関の運賃を束ね、サブスク化 運賃の最適化による公共交通の収益性向上

道路運送法上、モードを超えたサブスク運賃の設

定が不可能
・道路運送法第9条

道路運送法を一部改正し、モードを超えたサブスク運賃の設

定を可能とする
国土交通省 規制改革事項について明確化を要する。

福島県会津若松

市
34

自由に乗降可能なバ

スルートの設定

バスルートの自由な設定および自由な場所での乗

降を可能とする

乗降場所/ルート設定の最適化による公共交通

の収益性向上
道路運送法上、乗降場所/ルート設定 ・道路運送法第14条

道路運送法を一部改正し、乗降場所/ルート設定を可能と

する
国土交通省

規制改革事項について明確化を要するが、自由な運行ルート等の設定について

は、現行制度でも地域公共交通会議を活用して区域運行として実施することが

可能である。

福島県会津若松

市
35

運賃のダイナミックプラ

イシング化

時間毎の混雑状況、繁忙/閑散期に柔軟に対応

可能な運賃設定を可能とする
運賃の最適化による公共交通の収益性向上

道路運送法上、柔軟な運賃の価格設定が不可

能
・道路運送法第9条

道路運送法を一部改正し、公共交通の運賃の柔軟な価格

設定を可能とする
国土交通省

規制改革事項について明確化を要するが、混雑状況、繁忙／閑散期に柔軟に

対応可能な運賃設定は、いわゆるダイナミックプライシング制度ではなくとも、現

行制度でも地域公共交通会議を活用して実施することが可能である。

福島県会津若松

市
36

移動手段/電源/避難

所の複合確保

モビリティを指定避難所として位置づけ、分散避難

を可能とする

分散避難の実現による災害時の安全な避難の実

現

災害対策基本法上、車両は、指定避難所として

認められていない

・災害対策基本法第49条の4

・災害対策基本法第49条の7

・災害対策基本法施行令第20条の

6

災害対策基本法を一部改正し、モビリティによる指定避難

所に位置付け、分散避難を可能とする
内閣府

○指定避難所については、住所等を公示することとしており、また市町村には、

食料、水等の供与やトイレや寝床の確保など、生活環境の確保等が必要なた

め、モビリティを指定避難所として位置付けることは困難である。

○なお、内閣府としては、災害時には指定避難所を含め、必要な避難所を確

保するよう地方公共団体を促しているところ。トレーラーハウスやムービングハウス、

キャンピングカー等を避難所として活用することは可能であり、災害救助法が適

用された場合には、国庫負担の対象としている。

○また、内閣府として、発災時には安全な親戚・知人宅等へ避難することについ

ても検討するよう周知しており、分散避難を促しているところ。

・本提案は、災害時等に限定し、自家用自動車

を指定避難所として活用できないかというものであ

る。

・トレーラーハウスやムービングハウス、キャンピング

カー等の用意には限界があり、キャパシティが避難

者数満たしきれない可能性が高い為、避難者の

新たな受け入れ先として自家用車を活用していき

たい。

・特に、コロナ禍において避難所の密回避にために

分散避難が求められており、自家用自動車の保

有台数が1世帯につき1.7台となっている本市にお

いては、効果的な方法と考えられる。

・食料提供やトイレ等の生活環境の確保について

は、これらの環境が整うグラウンドや駐車場とするこ

とで確保できるものと考える。

内閣府

○指定避難所は、災害前にあらかじめ避難に適する施設を指定し、公示するこ

とにより、不特定の方々が災害時に避難できるようにしておく施設である。このた

め、住所等の公示に加え、食料、水等の供与やトイレ、寝床等を確保することを

要件としている。

○ご指摘の提案は、自家用車を活用して災害時に避難することとし、併せて車

両にＩＤを割り振ることで、避難者の所在を見える化し、物資の配給等を行うも

のであり、避難の一つの方法としてあり得ると認識するが、指定避難所として指定

せずとも、こうした避難方法を行うことは可能である。

○なお、豪雨時は車での移動は危険であるが、やむを得ず車中泊をする場合

は、エコノミークラス症候群防止の周知などの配慮が必要と考える。
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特定目的に限定した

移動給油車等による

燃料最適配分

多様な燃料等の移動販売を可能とする

ガソリンスタンド空白地域等における燃料購入が

可能となる災害時に、地域のエネルギーの最適配

分に活用

消防法上、多様な燃料の移動式給油機による

給油は不可能

・消防法第10条

・危険物の規制に関する施行令第17

条

消防法を一部改正し、モビリティを活用した移動式給油機に

よる給油を可能とする
総務省

ガソリンは火災危険が非常に高く、取り扱う場合には必要な安全対策をとる必

要がある。

過疎地や被災地においては、一定の安全対策を講じた上で、移動タンク貯蔵所

と可搬式等の給油設備を接続し、自動車への給油等を行うことが可能である。

（「危険物規制事務に関する執務資料の送付について」（平成30年12月18

日付け消防危第226号）及び「過疎地の給油取扱所において地上に貯蔵タン

クを設置する場合等の運用について」（令和３年３月30日付け消防危第51

号）参照）

・本提案は、過疎地や被災地に向けて、移動タン

ク貯蔵所と可搬式等の給油設備を接続した給油

ではなく、十分な安全対策を条件としたうえで、米

国等で既にサービス提供がされている移動給油車

両による車両ごとへの巡回給油が実現できないか

というものである。

・本サービスの提供は、提案番号：36での避難

所での自家用自動車をイメージしており、長期的

な避難によりエアコン等を使用した場合に給油す

ることで、避難の安定性が確保できるものと考え

る。

・また、SS空白地域の緊急車両や消防車両にも

対応することで、給油のための対応空白時間の解

消に繋げることができるものと考える。

総務省

ご提案の、避難所等で、移動タンク貯蔵所から可搬式等の給油設備を接続せ

ずに行う各車両への給油についても、可搬式等の給油設備を接続して行う場合

と同様、十分な安全対策（例：静電気除去対策、車両衝突防止措置、危

険物流出防止対策等）を講じた上で、所轄消防に消防法第10条に基づく仮

取扱いの承認を得ることで可能である。

道路交通法の車両定義に自律走行ロボは含ま

れておらず、公道の通行方法が規定されていない

ため、公道走行は不可能

また道路運送車両の保安基準上、自律走行ロボ

の公道走行は不可能

・道路交通法改正（自律移動ロボッ

ト定義や通行方法、免許等追加）

・道路運送車両の保安基準第61-

64条

道路交通法、及び道路運送車両の保安基準の一部改正

により、低速自律走行ロボによる物資の輸送を可能とする
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低速自律走行ロボに

よるラストワンマイル配

送

自律走行ロボットの公道走行による、物流を実現 物流の省人化による生産性向上



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経済

的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答
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再エネ特定卸供給の

全量引き取り義務の

緩和

固定価格買取制度(FIT)に基づく電源の地産地

消目的での流通促進

【社会的効果】

地域内のユーザーに地産地消の電力供給という

新たな価値を提供することで、地産地消の啓発と

流通を促進する。 

【経済的効果】

 介在する小売事業者のインバランスリスクおよび

手数料リスク(0.6円/kWh)を軽減。5万世帯

(400kWh/月の使用量と想定)で年間で2億４

千万円と試算される。

現状、FIT契約（特定契約）に基づき一般送

配電事業者が調達する再生可能エネルギー電気

の用途で規定されている、小売電気事業者・ス

ポット市場への供給または一般送配電事業者の

自己使用の用途のうち、小売電気事業者へ再エ

ネ特定卸供給を行う場合には、全量引き取りを

行う義務を課している。

・電気事業者による再生可能エネル

ギー電気の調達に関する特別措置法

第17条第1項第2号

・電気事業者による再生可能エネル

ギー電気の調達に関する特別措置法

施行規則第15条第1号 ・各一般送

配電事業者の再生可能エネルギー電

気卸供給約款22-(1)

地産地消の目的で地域の需要家への供給をする場合に限

り、部分的な引き取りを可能とする。
経済産業省

　FIT制度は、発電事業者に対し、固定価格での買取を保証する制度であり、

FIT制度の支援を受けた電気については、市場で適切な価格で取引され、差額

を国民の負担する賦課金によって補填することで再エネの導入を促進する仕組

みとなっています。

　現在、あるFIT認定設備から発電される電気の一部のみを再生可能エネル

ギー電気特定卸供給により調達することは、供給先の複数事業者間での供給

量の分割に係る公平性の観点や契約関係の複雑化といった観点から、認められ

ておりません。ただし、あるFIT認定設備から発電される電気のすべてを再生可能

エネルギー電気特定卸供給により調達した小売電気事業者が、さらに別の小売

電気事業者に当該FIT電気の一部を卸供給することは認められております。

代表的な小売事業者が一旦全量FIT電気の供

給を受け、2次小売に転売することで実現可能と

のこと承知しました。他方で、20MWを超える大

型のFIT電源を再エネ特定卸供給する今回の計

画では、特に導入の初期段階では発電量に比べ

て少量の需要が予想され、地産地消となる契約

顧客数が時間の経過とともに徐々に増加するとい

う想定です。その場合には、小売事業者が全量

引取ることにより必要以上に引き取ることとなり、

地産地消以外の他の顧客への販売、またはマー

ケットへの転売が予想され、地産地消が進みづら

い状況が生じます。従いまして、卸売段階から地

産地消の需要見合いの必要分について、部分引

取を可能とする措置を希望します。

経済産業省

前回ご回答させていただいた通り、FIT特定卸供給において、複数の小売電気

事業者が1つのFIT電源からFIT特定卸供給を受けることは供給先の複数事業

者間での供給量の分割に係る公平性の観点や契約関係の複雑化といった観点

から、認められておりません。一方で来年度から1,000kWh以上の太陽光発電

設備も対象となるFIP制度においては一つの発電設備から複数の小売電気事

業者に供給することが可能となります。
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Peer to Peer 

（P2P：個人間取

引）における電気事

業法上の小売電気事

業者のライセンス登録

の免除

個人や企業が地産地消となる電力を融通・販売

【社会的効果】

広域系統ネットワークに障害が生じた場合でも、そ

の影響を受けにくい(レジリエンスの高い)電力取引

が可能となる。 【経済的効果】スモールコミュニティ

での電力の融通や販売によって、個人や企業が余

剰分を収益化できる。

個人や企業が地産地消となる電力を融通・販売

する場合には、現状は電気事業法で規定される、

小売電気事業者のライセンス登録が必要となって

おり、専門性を持たない個人や企業登録要件の

ハードルが高い。

・電気事業法第2条第1項第1号

・電気事業法第2条の2

一定の条件（個人間取引ネットワークの集合体で一定程

度のバランスが取れる場合)において、小売事業者の登録義

務を免除する。

経済産業省

今年の冬の市場価格の高騰時は、一部の需要家の電気料金の高騰するなど、

電気の需要家を保護することが、極めて重要であるため、小売電気事業を行う

事業者には、需要家への説明義務等を果たすために登録制度としているところ。

その上で、最近では、オフサイトＰＰＡ等、企業などが、再生可能エネルギーを

直接購入するというニーズが高まっていることを受けて、需要家と再エネ発電設備

設置者とで直接電気を取引できる制度を措置予定です。

需要家が再エネ発電設備設置者(発電事業者と

の理解です）との間で、直接電気を取引できる制

度を措置予定とのこと、承知しました。他方で、発

電事業の要件は大規模の事業を想定しているよ

うに考えられ（出力計1000kW以降、託送契約

上の同時最大受電電力が５割超、年間の逆潮

流量が5割超)、Peer to Peerで想定している戸

建て家庭間の取引等、個人が近隣との間で価格

決定も含めて取引を行う(個人間ネットワーク)の

小規模な取引が可能となるよう、規制緩和を検

討いただきたいと考えております。なお、消費者保

護の観点での補完機能やバランシングなどのバック

アップを行う前提です。

経済産業省

小売電気事業は国民生活及び経済活動に必要不可欠な財である電気を直

接需要家に供給する公共性の高い事業であり、需要家保護の措置を講ずる前

提であっても、当該事業を営もうとする者の適格性を事前に審査することができな

いとなると、適格性を有しない者が小売電気事業を営むことを防ぐことが困難であ

るため、登録制度としているところです。

前回回答させていただいたスキームにおいて、再エネ発電設備設置者が必ずしも

発電事業者となる必要はありません。需要家が再エネ電力を直接調達する、オ

フサイト型PPAによる自己託送（他社融通）スキームについては、令和３年１

１月１８日に電気事業法施行規則が改正され、組合の定款等により電気料

金の決定方法が明らかになっているなど、需要家の利益を阻害するおそれがない

と認められる組合型の電気の取引であることや、FIT/FIP制度の適用を受けない

新設の脱炭素電源による電気の取引であること、といった要件を満たした場合

に、自己託送による供給形態が認められることとなりました。

（参考：電力・ガス基本政策小委員会　再エネ導入拡大に向けた事業環境

整備について P4）

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryo

ku_gas/pdf/036_06_00.pdf
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Peer to Peer 

（P2P：個人間取

引）における計量法に

基づく特定計量器によ

る電気計量の緩和

個人や企業が地産地消となる電力を融通・販売

【社会的効果】

広域系統ネットワークに障害が生じた場合でも、そ

の影響を受けにくい(レジリエンスの高い)電力取引

が可能となる。 

【経済的効果】 

 スモールコミュニティでの電力の融通や販売によっ

て、個人や企業が余剰分を収益化できる。

現状、P2P取引者の双方合意の有無にかかわら

ず、計量法により、最大需要電力計、電力量計

及び無効電力量計については特定計量器による

計量が義務付けられている。

・計量法第16条第1項

・計量法施行令第2条第11号

・計量法施行令第2条第12号 

・計量法施行令第2条第13号

P2P取引については、計量法の規制を緩和し、パワーコンディ

ショナーや電気自動車といったコネクテッドカーによるクラウド情

報や、系統から購入する分と逆潮流量や電気自動車への充

電などの差分取引を可能とする。

経済産業省

令和２年６月に電気事業法を改正し、分散型リソースの活用促進に向けた環

境整備として、電気計量制度の合理化を図る特定計量制度を措置しました。

（令和４年４月１日施行）本制度を利用して計量を行う場合は、電気事業

法に基づく基準に従って計量を行うことや、国への届出が必要となりますが、計量

法に基づく検定を受ける必要等はありません。

また、本年２月の第３回特定計量制度及び差分計量に係る検討委員会にお

いて、差分計量の実施の条件について整理し、資源エネルギー庁のHPのQAを

更新しました。

（参考１：特定計量制度）

持続可能な電力システム構築小委員会　第二次中間取りまとめP64）

https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy

_subcommittee/system_kouchiku/pdf/t62022100902.pdf

（参考２：資源エネルギー庁HP Ｑ＆Ａ）

https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/el

ectric/measure/faq/
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自家消費目的の発電

設備の導入における

（逆潮流しない場

合）、送配電事業者

の接続検討の廃止

自家消費目的の発電設備の導入促進

 【社会的効果】

オンサイトでの自家消費目的の再生可能エネル

ギー発電設備が増加することで、直接的なCO2

削減に寄与する。

 【経済的効果】

 燃料調整費等の系統電力の変化によらず、発

電費用は一定となる。

現状、逆潮流が生じない自家消費目的の発電

設備を導入する場合であっても、一般送配電事

業者による接続検討の対象となっており、日数を

要している。

・電気事業法第17条第4項

・資源エネルギー庁　電力品質確保に

係る系統連系技術要件ガイドライン

（令和元年10月7日） 

・各一般送配電事業者の託送供給

等約款、同約款別冊　系統連系技

術要件

逆潮流が生じなければ系統に与える影響は極めて小さく、送

配電業者が事前に認定した製品を使用する場合には、接

続検討の対象から除外する。または日数を要しない簡易な

確認作業によるべきとする。

経済産業省

接続検討は、電源等の新規接続等に伴い、系統増強等の必要性を検討する

観点から行われるものです。現状、低圧については接続検討のプロセスは省略さ

れていますし、特別高圧・高圧についても、逆潮流が無い発電設備の場合は、

接続検討は行われてません。

ただし、契約申込等において、「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイド

ライン」や「電技設備の技術基準の解釈」、これら内容を具体化した「系統連系

規程」、一般送配電事業者が定める「系統連系技術要件」に適合しているか確

認する必要があります。これは系統の電力品質や他の系統利用者の設備等に

悪影響を及ぼさないことを確認する観点から、接続検討の実施要否に依らず重

要なプロセスです。

なお、接続する機器が技術基準に適合していることが一般財団法人電気安全

環境研究所の認証において事前に確認されている場合には、一般送配電事業

者との間で行われる確認作業が簡素化される仕組みがあります（ＪＥＴ認

証）。

自家消費型屋根置き太陽光を設置する場合の

高圧案件の事例としまして、逆潮流が発生しない

発電設備の場合でも、逆潮流が発生しないことを

確認するため、一般送配電業者との間で、接続

検討協議のプロセスが生じている実態があります。

ご指摘の通り、「電力品質確保に係る系統連系

技術要件ガイドライン」や「電技設備の技術基準

の解釈」、これら内容を具体化した「系統連系規

程」、一般送配電事業者が定める「系統連系技

術要件」に適合していることは当然のことながら、

接続機器が技術基準に適合していることがJET認

証において事前に確認されている場合には、接続

検討の対象外とする措置を希望します。

経済産業省

管轄の一般送配電事業者に改めて確認を行いましたが、逆潮流無しの場合、

系統アクセス上は需要設備に該当するため、接続検討は実施されていません。た

だし、需要設備内に発電設備がある場合は，技術要件に適合しているかを確

認するため、接続検討に準じた事前検討が行われるケースがあり、この中で、設

備の技術基準を満たすことを確認するための「技術検討」が行われることがありま

すが、こうした技術検討は系統運用の安定性・安全性を保つために省略すること

は出来ません。なお、この際も、JET認証がある場合には、技術検討に係る確認

は簡素化されます。
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自家用蓄電池、EV蓄

電池の逆潮流利用時

の接続検討の簡素化

蓄電池の逆潮流利用の促進

【社会的効果】

蓄電池の利用による電力系統の安定化や、EVに

よる電気の持ち運びといった新たな価値を提供す

る。 

【経済的効果】 

電力の裁定取引といった新たな取引機会への参

加が可能となる。

企業や個人が持つ自家用蓄電池からの逆潮流を

行う場合には、一般送配電事業者による接続検

討の対象となっており、協議に日数を要している。

・電気事業法第17条第4項

・資源エネルギー庁「電力品質確保に

係る系統連系技術要件ガイドライン 

・各一般送配電事業者の託送供給

等約款、同約款別冊　系統連系技

術要件

送配電業者が事前に認定した製品を使用する場合には、

接続検討を簡素化する。
経済産業省

接続検討は、電源等の新規接続等に伴い、系統増強等の必要性を検討する

観点から行われるものです。自家用蓄電池等から逆潮流を行う場合においても、

現状、低圧については接続検討のプロセスは省略されていますし、特別高圧・高

圧についても、逆潮流が無い発電設備の場合は、接続検討は行われてません。

ただし、接続検討を必要としない場合にも、契約申込等において、「電力品質確

保に係る系統連系技術要件ガイドライン」や「電技設備の技術基準の解釈」、こ

れら内容を具体化した「系統連系規程」、一般送配電事業者が定める「系統

連系技術要件」に適合しているか確認する必要があります。これは系統の電力

品質や他の系統利用者の設備等に悪影響を及ぼさないことを確認する観点か

ら重要なプロセスです。

なお、接続する機器が技術基準に適合していることが一般財団法人電気安全

環境研究所の認証において事前に確認されている場合には、一般送配電事業

者との間で行われる確認作業が簡素化される仕組みがあります（ＪＥＴ認

証）。

自家消費のケースとは異なり、逆潮流が発生する

ケースを想定しています。自家用蓄電池やEV蓄

電池からの逆潮流の場合には、接続検討は行わ

れるものとの認識です。その場合、当然に、「電力

品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」

や「電技設備の技術基準の解釈」、これら内容を

具体化した「系統連系規程」、一般送配電事業

者が定める「系統連系技術要件」に適合している

必要はあります。その上で、JET認証等の機器を

使用する場合や一般送配電事業者が事前に認

定した機器との逆潮流を伴う接続検討について、

日数短縮等の緩和措置を希望します。

経済産業省

逆潮流有りの場合は、発電設備の技術基準を満たすことを確認するための「技

術検討」だけでなく、JET認証の有無に依らず、「接続検討」（系統増強等の必

要性などの検討）が必要となりますので、JET認証等の機器を使用することによ

り、接続検討の日数の大幅な短縮に繋がるものではございません。なお、JET認

証を取得した機器を利用した場合には、前者の「技術検討」について簡素化す

る仕組みが既に整備されており、その分の検討に要する時間の短縮は見込まれ

ることから、こうした機器をご利用いただくことを推奨致します。



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経済

的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答
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自己託送要件の緩和　

発電設備出資比率分

の自己託送

発電側および需要側の設備の所有比率(出資比

率)に応じた自己託送制度の適用

【経済的効果】

設備の所有比率(出資比率)に応じて自己託送

制度を利用することで、出資者は電力供給のメ

リットを応分に受けられる。

政府が許容している自己託送の範囲（「密接な

関係」を有する者の範囲）が、現状、自家発保

有者のグループ会社（支配関係あり）に限定さ

れており、支配権を想定していない、発電所設備

への自家発利用目的の出資者が出資比率に応

じた発電容量を、自己託送により自己利用するこ

とが困難。

・電気事業法第2条第1項第5号

・電気事業法施行規則第2条

・電気事業法施行規則第3条第1項 

・資源エネルギー庁「自己託送に係る

指針」

出資比率に応じて、電気の配分を行う。

例えば、70%出資者は70%引き取り、30%出資者は

30%引き取れることを可能とする。

経済産業省

第36回電力・ガス基本政策小委員会において、FIT/FIP制度に依存しない脱

炭素電源の導入促進に向けた環境整備を検討しました。

需要家が再エネ電力を直接調達する、オフサイト型PPAによる自己託送（他社

融通）スキームについては、令和３年１１月１８日に電気事業法施行規則

が改正され、組合の定款等により電気料金の決定方法が明らかになっているな

ど、需要家の利益を阻害するおそれがないと認められる組合型の電気の取引であ

ることや、FIT/FIP制度の適用を受けない新設の脱炭素電源による電気の取引

であること、といった要件を満たした場合に、自己託送による供給形態が認められ

ることとなりました。

（参考：電力・ガス基本政策小委員会　再エネ導入拡大に向けた事業環境

整備について P4）

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryo

ku_gas/pdf/036_06_00.pdf

福島県会津若松

市
44

一般ごみのリサイクル

促進および焼却ごみの

削減

中間処理業者による民間中間処分場（リサイク

ル施設）の設置を促進し、新規参入を促進さ

せ、焼却ごみ以外のリサイクルのルートを増やす取

組

【社会的効果】

中間処理業者が民間中間処分場の設置や新規

参入を促進させる。 リサイクルの細分化を行うこと

で、新たなごみのリサイクルの仕組みが生まれる。 

【経済的効果】

小規模自治体への民間中間処分場の投資が促

進される。

現状、民間の中間処分場を設置する場合には、

市町村毎の施設規模が決まっており（処分規

制）、小規模な市町村では中間処分場の設置

が進まず、リサイクルされずに焼却されることになる。

加えて、市町村を跨いだ中間処分は、市町村間

の協定が必要となり、運搬規制や処分規制にそ

れぞれ許可が必要となっていることことから、広域で

のリサイクルが進みづらい。

・廃棄物の処理及び清掃に関する法

律第7条第1項

・廃棄物の処理及び清掃に関する法

律第7条第6項

一般ごみの民間中間処分場の設置許可や、運搬および処

分に関する許可について、市町村単位ではなく、市町村を跨

いだ広域での許可を実現する。

環境省

「市町村毎の施設規模が決まっており（処分規制）」との記載の意味するところ

が必ずしも明らかではないが、市町村を跨いだ処理において、必ずしも一般廃棄

物の収集・運搬及び処分業の許可を必要とするものではなく、廃棄物処理法第

７条第１項及び第６項に定める一般廃棄物の収集・運搬及び処分業の許可

について、同法施行規則第２条第１号及び第２条の３第１号に定めるとお

り、市町村の委託を受けて業を行う場合には、許可を要しない。なお、市町村を

跨ぐ収集・運搬及び処分について、関係市町村間の協定は廃棄物処理法令

上必須ではないが、市町村は区域内の一般廃棄物の統括的な処理責任を有

しており、同法第６条第１項の規定に基づき策定した一般廃棄物処理計画に

より、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を目的として区域内の一般廃棄物

を管理し、適正な処理を確保する必要があるところ、同法第６条第３項に定め

るとおり、関係を有する他の市町村の一般廃棄物処理計画と調和を保つよう努

めることで、各関係市町村が定めている一般廃棄物処理計画に齟齬が生じ、当

該市町村の区域内における一般廃棄物の適正な処理に支障を来さないように

する必要がある。

一般廃棄物は、市町村の直営又は委託並びに

許可事業者により収集・運搬が可能であるが、提

案の趣旨は民間主導でのごみ削減とリサイクル推

進であり、市町村の委託によるケースとは想定が

異なる。具体的には、ごみを利用した民間発電所

を想定しており、地方都市の事業所から一定の規

模と品質の生ごみ等のごみ/資源を継続的に収集

したいニーズと、地代の安価な近隣町村に発電所

を設置したいとのニーズを両立させたい。この際、小

型家電リサイクル法のように国が広域に認可する

仕組を本市参加の一部事務組合構成市町村に

適用可能となるように規制緩和(新法の適用)を

頂くか、原料のごみを専ら物に加えることにより、民

間主導による取組が実現可能。

環境省

市町村（一部事務組合を含む。以下同じ。）は、その区域内における一般廃

棄物を、生活環境の保全上支障が生じないうちに一般廃棄物処理基準に従っ

て処理を行い、最終処分が終了するまでの適正な処理を確保しなければならな

いという極めて重い責任を有しており、市町村が自ら一般廃棄物の処理を行う場

合のみならず、他者に委託して処理を行わせる場合でも、市町村は引き続き同

様の責任を負う。

かかる市町村の処理責任の趣旨に鑑み、委託又は許可等の手法により、各地

方公共団体において適切に判断されたい。

なお、一般廃棄物処理施設の設置許可権者は、都道府県知事又は政令市

長である。
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教育目的における著

作物共有の自由化

地域・民間企業によるプロジェクト型授業や、会

津大学との連携による実践的な先端技術教育、

他地域児童生徒との遠隔コミュニケーション授業

等、社会的スキルを身に付ける教育をオンライン授

業含めて実施

【社会的効果】

教員等教育を担任する者が製作した遠隔教育

用デジタル教材や子どもが作成した著作物の学校

間共有による社会的スキル教育の広域展開がで

きる。 

【経済的効果】 

学校ごとに教員等がデジタル教材を作成した場合

の教員の負荷削減ができる。 

地域・民間企業による授業等社会に開かれた教

育を普及するためには、教員等教育を担任する

者が製作したデジタル教材についても、授業目的

公衆送信補償金制度の対象として、権利者許

諾不要とすべきだが、現行法令上対象になってい

ない。

※教材を製作した教員以外は教材の使用不可

・著作権法第35条

著作権法第35条　教員等教育を担任する者が製作した遠

隔教育用教材についても、 他の教員等が使用できるように、

授業目的公衆送信補償金制度の権利者許諾不要の対象

にする。

文部科学省

著作権法上、他人の著作物を利用するには原則著作権者の許諾を得る必要

がありますが、著作権法第35条では、学校等の教育機関における教育の公共

性と著作物利用の実態を踏まえた必要性に鑑み、特別に著作権者の権利を制

限することで、非営利の教育機関における授業の過程で行う著作物の複製や公

衆送信を無許諾で可能としています。

その際、著作権者の経済的利益と衝突しないために、必要と認められる限度に

おいて、教育を担任する者と授業を受ける者による複製や公衆送信のみに対し

て本条の適用が認められるとされており、教員間の送信はこれに当たらないため同

条の適用外となっています。また、同条が適用される場合においても著作権者の

利益を不当に害しないよう著作物の送信先を限定する等、著作物の市場への

影響に配慮する必要があります。

同条が適用されない場合であっても、著作権者の許諾を得ることにより、他人の

著作物を利用できます。なお、許諾が必要な場合でも、著作物の分野毎の著

作権等管理事業者が著作権の集中管理を進め、包括ライセンスの準備をし、で

きる限り円滑に著作物の利用ができるような取組が行われています。

また、教員間の資料の送付等については、授業目的公衆送信補償金の管理を

担う文化庁の指定管理団体「一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管

理協会」において、一元的に権利処理を行えるライセンス制度が検討されていま

す。

・本提案は社会に開かれた教育を普及するため、

教員または民間企業社員や地域住民等、教育

を担任する者が製作したデジタル教材も、授業目

的公衆送信補償金制度の対象として、教員等

間での送信や利活用に関し、権利者許諾不要と

出来ないかというものである。

・具体的にはこのデジタル教材を活用し、製作に

携わった以外の教員等が会津若松市内の他小

中学校で、例えばディスカッション型授業によるコ

ミュニケーション力の育成等での活用を想定

・改正著作権法第３５条運用指針の授業目的

公衆送信補償金制度に関する参考資料P38の 

①初等中等教育を対象とした許諾の対象となる

利用（ア）の早期の実現を希望する

文部科学省

著作権法第35条では、学校等の教育機関における教育の公共性と著作物利

用の実態を踏まえた必要性に鑑み、特別に著作権者の権利を制限することで、

非営利の教育機関における授業の過程で行う著作物の複製や公衆送信を無

許諾で可能としています。その上で、著作権者の経済的利益と衝突しないため

に、必要と認められる限度において、教育を担任する者と授業を受ける者による

複製や公衆送信のみに対して本条の適用が認められるとされており、教員間の

送信はこれに当たらないため同条の適用外となっています。

なお、著作権法35条の適用外となるような使用想定であっても、例えば、市が

主導して教材の開発を行い、開発の際の規約等で権利処理を行うことによって、

当該教材の利用を円滑なものとするといったことも方策として考えられます。

なお、３点目のご意見については、授業目的公衆送信補償金の管理を担う文

化庁の指定管理団体「一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協

会」において、一元的に権利処理を行えるライセンス制度が検討されています。

福島県会津若松

市
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小中学校における対

面指導の原則の緩和

地域・民間企業によるプロジェクト型授業や、会

津大学との連携による実践的な先端技術教育、

他地域児童生徒との遠隔コミュニケーション授業

等、社会的スキルを身に付ける教育をオンライン授

業含めて実施

【社会的効果】

生まれた地域や通う学校等空間や場所に捉われ

ず、子ども一人ひとりの興味関心・志向性に合わ

せた先端教育プログラムの提供を実現できる。 

【経済的効果】 

地域・民間の人材活用による教員の負荷軽減が

できる。

個別最適された教育や社会的スキル教育を遠隔

で行うためには、教員が配信側にしかいない「スタ

ジオ型」の遠隔教育も正規授業として認められる

必要があるが、不登校や健康上の理由を除き、

正規の授業として認められていない。

※現在新型コロナウィルス対策のため時限的に緩

和中

・学校教育法施行規則第56条及び

第77条の2

※法令上授業は直接対面が前提と

なっており、例外のみ記載有り

学校教育法における遠隔授業の正規認定する。（「スタジ

オ型」遠隔指導において、教員と生徒が直接対面していない

場合であっても、授業としての教育効果を有する場合には正

式な授業として認める。）

文部科学省

今般ご提案いただいた、民間企業や大学と連携した授業や、他地域の児童生

徒とのコミュニケーションを遠隔・オンラインを用いて行うに当たっては、現行制度に

おいても、例えば、民間企業や大学等の研究者（配信側）が遠隔・オンライン

を活用し、教師と児童生徒がいる教室（受信側）に対し授業を行うことは可能

であるところ、まずは本提案の実現に向けて、現行制度において実施不可能又

は困難となっている事柄及びその理由について、詳細をお伺いさせていただきたい

と思います。

福島県会津若松
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教員が授業を実施す

る原則の緩和

地域・民間企業によるプロジェクト型授業や、会

津大学との連携による実践的な先端技術教育、

他地域児童生徒との遠隔コミュニケーション授業

等、社会的スキルを身に付ける教育をオンライン授

業含めて実施

【社会的効果】

先端デジタル企業及び大学教授などのワークショッ

プ実施機会・オンライン授業視聴等、教員以外の

地域・民間の人的資産活用の促進ができる。 

【経済的効果】 

教員の専門的な教育(プログラミング等)に要する

スキル研修の省略化により費用削減ができる。

地域・民間の人的資産活用により社会に開かれ

た教育の推進が期待されるが、現行法令上、教

育職員は各相当の免許状を有する者でなければ

ならないという規定があり、教員の立ち合いが無い

場合授業を実施できない。

・教育職員免許法第3条
教育職員免許法第3条　教育職員の同席無く教員以外の

人が授業を実施することを可能にする。
文部科学省

御提案は一部の授業において外部人材を活用することを念頭に置いていると推

測されますが、現行制度においても教科の領域の一部を担当する場合であれば

免許状を持たず教員の立ち合いもなしに年間を通じて指導を行うことができる特

別非常勤講師制度が設けられており、活用の方法によっては特段の規制改革は

不要であるため、具体の活用方法も含めて検討いただければと思います。

なお、教育課程を担当する教員については、授業を受ける児童生徒が適切に学

ぶことができるようその教員の資質の保持を図るため、教育職員は免許状を有す

る者でなければならないとしており、仮に区域指定されたとしても当該地域の学校

で学ぶ児童生徒の教育を確保する観点から免許状を有しないこととする特例を

設けることは困難であると考えています。

福島県会津若松

市
48

マイナンバー利用範囲

の拡大

学校内外で発生する子どもに関するあらゆるデー

タを連携させ、興味関心・志向性に合わせた学習

指導、家庭環境や特性に合わせた生活・健康支

援等、個別最適な指導・支援を実施

【社会的効果】

教育関連機関と保護者の連携強化による子育て

支援／子ども一人ひとりの環境や特性に合わせた

指導・支援の実現

【経済的効果】

子どもの学習状況や家庭状況の把握に要する教

員の負荷軽減

子どもが他の自治体へ転出もしくは他の自治体か

ら転入して来る際、最適化された指導・支援を継

続的に行うためには、自治体間で子どもに関する

情報を連携することが必要であり、マイナンバーを

活用することで一元的に実行できることが期待され

るが、現行法令上マイナンバーの利用範囲は「社

会保障制度、税制、災害対策」に限定されてお

り、子どもに関する情報連携ができない

・マイナンバー法第9条

第九条　他自治体への転入・転出の際にも、学校等教育

関連機関が子どもに対して最適化された指導・支援を実施

できるよう、マイナンバーの利用範囲を子どもに関する学習

データ、生活データ、健康データ等まで拡大し、自治体間にお

ける情報連携を一元的に実行できるようにする。

内閣府

マイナンバーの利用範囲については、幅広く利用できるようにすることが国民の利

便性向上に資するとの御意見がある一方、プライバシー保護等の面から幅広く利

用することを懸念する御意見もあったことから、まずは社会保障・税・災害の３分

野に限定して制度を開始した経緯がある。

こうした経緯を踏まえ、令和2年12月25日に閣議決定された「デジタル・ガバメン

ト実行計画」に基づき、社会保障・税・災害の３分野以外におけるマイナンバー

を利用した情報連携について、デジタル政府の核心であるワンスオンリー（行政

機関等から同じ情報を聞かれない）を実現し、国民の負担を減らす等の観点か

ら、国民の理解の得られたものについて、検討・実施することとしている。

このため、特区を設置し、一部の区域に限りマイナンバーの利用範囲を拡大する

ことは困難である。



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経済

的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た
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制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

警察庁

　遠隔型自動運転システムを用いた無人トラクターの実証実験について

は、道路使用許可を受けて実施可能であり、運転者が乗車しない形で

の実施も可能です。

　道路においてドローンの離発着等の作業等を行おうとする場合であっ

て、当該行為が、道路における危険を生じさせ、又は交通の妨害となるお

それのあるときについても、道路使用許可を受けて実施することが可能で

す。

　また、農道においては、農道管理者が「一般交通の用に供しない」と判

断した場合には、当該農道は道路交通法の適用を受けないため、この場

合には、農道管理者が行う車両の通行の禁止又は制限等の措置の下、

ドローン利用や自動運転車（無人トラクター）の実証実験について自由

な形で実施することが可能です。

　なお、道路交通法に関しては、「官民ＩＴＳ構想・ロードマップ2020」

等において、2022年度頃に限定地域における遠隔監視のみの無人自

動運転移動サービスの実現が可能となるように政府として目指すこととさ

れていることを踏まえ、従来の「運転者」の存在を必ずしも前提としない場

合における交通ルールの在り方について、警察庁で検討を進めているとこ

ろです。

　以上の回答に関し、本提案に係る記載内容のみでは定かではない部

分もあるため、実施されたい走行の形態を具体的に明らかにして個別に

警察庁に御相談ください。

総務省

・携帯電話は、地上での利用を前提に設計されていることから、上空で携

帯電話を利用した場合に、地上の携帯電話等の利用へ影響を与えるお

それがあることから、平成28年7月から実用化試験局の制度により、上空

で利用する携帯電話等の端末の台数を管理した形で課題の検証を行っ

てきた。その後、令和元年6月から情報通信審議会における技術的検討

を経て、令和2年12月に、高度150m未満の空域において、地上の携

帯電話ネットワークに影響を与えない一定の条件に合致する携帯電話等

の端末については、簡素化した手続きにより無人航空機において利用可

能とする制度整備を行っている。

国土交通省

【航空法について】

　現在においても、オンライン申請の活用や必要書類において一部簡略

化できるようしており手続きの簡素化を行っております。

農林水産省

航空法については、 これまでも機体認証、操縦ライセンスを取得している場合の

飛行許可等の手続きの合理化・簡略化が一定程度図られてきているが、さらに

技術の進展等に応じて、今後も農業現場のニーズに合った制度となるよう関係

省庁と連携して取り組んでまいります。

内閣官房

民法においては、「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地

の上下に及ぶ。」（第２０７条）と規定されているが、その所有権が及

ぶ土地上の空間の範囲は、一般に、当該土地を所有する者の「利益の

存する限度」とされており、第三者の土地の上空において無人航空機を

飛行させるに当たって、常に土地所有者の同意を得る必要がある訳では

ないものと解される。その上で、ドローンを活用した物資の輸送について、

更なる措置を要するかについては、慎重に検討する必要がある。

詳細については、下記資料を参照いただきたい。

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kogatamujinki/kanmink

yougi_dai16/betten4.pdf

福島県会津若松

市
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新規就農者の農業参

入ハードルの低減

就農可否の基準となる従事日数の緩和や、提出

が必須な営農計画の策定支援を実施する。

【社会的効果】

新規就農の心理的ハードル低減に貢献する。 

【経済的効果】 

新規就農者の増加につながる。

原則として年間150日以上の従事が必要であり、

かつ、認定新規就農者制度利用時における営農

計画作成時には、市町村基本構想内容（年間

農業所得の目標値設定等）との整合性が必須

のため、新規に就農をおこなう際のハードルが高く

なっている。

農業経営基盤強化促進法第14条、

第18条

生産現場のスマート化に応じて、常時従事が必要な日数を

低減させるとともに、認定新規就農制度利用時における営

農計画作成の際、市町村基本構想に基づいた目標値では

なく、実際の需給データを反映した現実的な目標値設定で

の提出を認める。

農林水産省

【日数】

年間150日以上農作業に従事するという日数の要件は、効率的かつ安定的な

農業経営を達成するために必要な日数の目安として設定されているものであり、

スマート農業により当該経営を実現できる見込みがあれば、必ずしも150日以上

農作業に従事する必要はありません。

【目標値設定】

基本構想は、　「農業経営基盤強化促進法の基本要綱（平成24年５月31

日付け24経営第564号 農林水産省経営局長通知）」の第４の２（２）の

①のとおり、県の基本方針に沿った方向であれば、地域の特性を踏まえて策定い

ただくことが可能です。

福島県会津若松
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農業関連データの幅

広い利活用の促進

農業関連データを農業分野以外で活用できるよ

う、ポータビリティの確保やルールの制定を実施す

る。

【社会的効果】

鳥獣被害や農薬事故など、農業分野外で必要と

なった際にデータを提供し、安心・安全に貢献す

る。

データ受領者は予め定めた利用目的の範囲内で

のみ活用が制限されているため、地域において公

益性の高い用途であってもデータ提供が制限がさ

れており、農業分野外での必要に応じたデータ利

活用ができない。

農業分野におけるデータ契約ガイドラ

イン

農業データを扱う生産管理システム（営農支援システム）に

関して、相互の互換性やポータビリティの確保を実現し、公益

性の高い用途に関しては、事前に農業者の承諾を得た上

で、必要な際に迅速に活用できるルールを制定する。

農林水産省

①農林水産省では、規制改革実施計画（令和２年７月17日閣議決定）を

受けて、各都道府県に対し「鳥獣害、災害、救急、はいかい者捜索、農道陥没

等の公共機関等との連携など公共性が高く、人の生命、身体又は財産の保護

のために必要がある場合には、事前に農業者から包括的な承諾を得れば農業

者から提供を受けたデータを農機メーカーから関係当局に提供することが可能」で

ある旨の通知を発出済です。

②「農業分野におけるＡＩ・データに関する契約ガイドライン」は、「あくまでも契

約で定めておくべき事項等を示すにとどまり、契約の自由を制約するものではな

い」という経産省ガイドライン（「ＡＩ・データ契約ガイドライン データ編」：経済

産業省）の視点を踏襲したものであることに加え、データの利用目的について、あ

くまで「特定する」ことが望ましく、「利用目的が農業関係者にとって予測し易い平

易な文言で特定され、（中略）農業関係者の理解と同意が得られているので

あれば、利用目的の範囲を広げることについては問題がないし、むしろそうすること

で、データ受領者側で、提供データ等を様々な目的に利用することができ、提供

データなどの価値を増大させるという役割も期待できる」としており、利用目的を制

限しているものではありません。

上記①及び②を踏まえ、各地域において、その必要性に照らして公共性の高い

用途を特定し、農業者の理解と承諾を得た上でデータの利活用推進を図ってい

ただきたいと考えます。

福島県会津若松
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ドローンや自動運転

農機の”定常的な”

利活用

特に露地栽培において、ドローンや自動運転

農機を定常的に利活用することにより、生産

状況の高精度なセンシングや人的作業の代

替を可能としつつ、的確な計画出荷を実現す

る。

【社会的効果】

高齢農業従事者の長い事業継続や新規就

農のハードル低減を実現する。また、購入者

は計画生産・出荷により農産物の確保におけ

るリスクがなくなり、過剰発注する必要がなくな

る。 

【経済的効果】 

スマート化により労働時間が削減される。農

業従事者の生産効率が向上する。農産物

廃棄ロスが削減できる。

以下の規制により、農業従事者によるドロー

ン操作時に必要な空間や機器の確保や、ド

ローンを活用した精密農業や収穫物運搬、ド

ローン活用による遠隔からの農作業の実現、

無人トラクターの自由な活用が難しい。

航空法第132条：飛行禁止空域の飛行不

可、目視範囲外での飛行不可、液体や霧状

を含む物件投下の禁止 道路交通法第77

条：道路上や路肩などでドローンの離着陸

不可

 民法第287条：第三者の土地の上空の飛

行不可 電波法施行規則第4条：携帯電

話等が陸上移動局のため、ドローンへの搭載

が不可（現状、携帯電話事業者経由での

総務大臣の許可を取得すれば、試験的に実

施は可能）

道路交通法 第70条：自動運転車（無人

トラクター）の公道走行の不可

・航空法第132条

・道路交通法第70条、第77条 

・民法第287条

・電波法施行規則第4条 

以下のように規制を改革することで、農業従事者のド

ローン活用におけるハードルの低減や用途の拡大を可

能にし、また、無人トラクターの自由な活用が可能にな

る。

航空法 第132条：飛行禁止空域での飛行許可、夜

間の飛行、目視範囲外での飛行許可、農薬に関する

物件投下の申請緩和 

道路交通法 第77条：道路上や路肩などでドローンの

離着陸の許可 

民法 第287条：第三者の土地の上空の飛行許可 

電波法施行規則 第4条：一定範囲内におけるドロー

ンに搭載した携帯電話等の電波利用の許可 

道路交通法 第70条：自動運転車（無人トラク

ター）の公道走行の許可



国家戦略特区等提案様式

提案主体名 提案番号 ①提案名 ②具体的な事業の実施内容
③「②」の事業を実施した場合に想定される経済

的社会的効果

④「②」の事業の実施を不可能又は困難とさせ

ている規制等の内容
⑤「④」の規制等の根拠法令等

⑥「④」及び「⑤」の規制・制度改革のために提案する新た

な措置の内容

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの検討要請に対する回答 提案主体からの意見

制度の所管・

関係全省庁
各府省庁からの再検討要請に対する回答

福島県会津若松

市
52

住民税の二自治体へ

の分割納付

市外からの長期滞在者に対して、滞在期間に応

じた住民税の支払い

【経済的効果】

滞在実態に応じて滞在者に対し住民税を課すこ

とで、市民の平等な納税を図る

・市町村民税の納付義務者は、市町村内に住

所を有する個人に課される
・地方税法第294条

本業所得から算出した住民税を住民票の所在する自治体

へ、副業企業の所在する自治体(住民票の所在する自治体

以外の自治体)で得た副業所得から算出した住民税を当該

自治体へ、それぞれ第二住民税として納付することを可能と

する。

総務省

・個人住民税の一部を住所地以外の団体に納付する方式について、平成19年

度に総務省の研究会で検討したが、「住所地以外の地方団体に個人住民税の

課税権を法的に根拠付けることはできない」と結論付けられたことから、寄附金税

制を応用する形で「ふるさと納税制度」が創設されている。

・多地域居住を行う場合に、この「ふるさと納税制度」を活用することにより、個人

住民税の一部を実質的に当該居住先の地方団体に移転させることが可能と

なっている。

※個人住民税は、１月１日時点の住所地である地方団体が課税しているが、

仮に、居住実態に応じて複数の団体が課税することとした場合、強制性を伴う

課税の根拠となる居住実態をどのように正確に把握するのか、市町村の課税実

務が極めて複雑となる、特別徴収を行う企業の負担が増えるといった課題があ

る。また、複数の住所を認定することとした場合には、税のみならず、住民票や選

挙など様々な制度との関係についても慎重な議論が必要。

福島県会津若松

市
53

自動運転等遠隔監視

者による、モビリティ利

用者等への情報提供

遠隔監視者の別業務の提供。

現状わき見運転と同等の扱いとなる遠隔監視者

の別業務について緩和し、街の楽しさを紹介する

インフルエンサー等としてサービスを提供可能とす

る。

【経済的効果】

自動運転等の実施において必須となる遠隔監視

機能は人件費等のコスト負担が発生する。 

AI等を活用し、遠隔監視業務を軽減し、複数台

を同時に遠隔監視できるなど技術的には可能な

状態となっている。 

また自動運転の技術の進展により、トラブルによる

停止機会も少なくなってきている。

AI等との連携が前提となるが、自動運転車両が

安全走行をしている間に遠隔監視者が、モビリティ

を利用する来訪者等との会話の機会（顧客接

点）を持つことなどにより、来訪者がより多くの体

験価値をその場で受け取ることができ、それが客単

価の向上やリピート率の向上に寄与すると考える。

道路交通法における「運転者の義務」の規制に基

づく

内容は、「車両等の運転者は、当該車両等のハ

ンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、か

つ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、

他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転

しなければならない。」。

自動運転の遠隔監視者についても同等の義務を

有するものとされている

•道路交通法第70条、第71条第5

項5

道路空間再編事業で自動車等の侵入規制を行っている空

間において、AI等を使った監視能力の向上を図ったうえで、モ

ビリティ利用者や来訪者に対する情報提供を遠隔監視業務

と並行して行えるよう、遠隔監視者の安全運転義務を緩和

する。

警察庁

　道路交通法第２条第１項第１号に定める道路に当たらない場所では、同法

の適用を受けないため、自由な形で実証実験を実施することが可能です。また、

道路運送車両法第41条第２項の規定に基づき国土交通大臣から使用条件

を付された自動運行装置を使用する場合であって、道路交通法第71条の４の

２第２項各号のいずれにも該当するときには、携帯電話使用等禁止規定（同

法第71条第５号の５）の適用を除外することとされています。

　なお、「官民ＩＴＳ構想・ロードマップ2020」等において、2022年度頃に限定

地域における遠隔監視のみの無人自動運転移動サービスの実現が可能となるよ

うに政府として目指すこととされていることを踏まえ、従来の「運転者」の存在を必

ずしも前提としない場合における交通ルールの在り方について、警察庁で検討を

進めているところです。

福島県会津若松

市
54

自動宅配ロボットの公

道走行に関する基準

緩和と先行事例を活

用することによる関連

協議の簡素化について

道路空間再編事業により構築される人を中心と

した空間を走行する自動宅配ロボット等について

の道路運送車両の保安基準の緩和等を会津若

松で先行実施した場合に、それを先行事例とし、

各地域で同様の実証の際の関連協議の簡素化

を推進する。

【社会的効果】

無人で走行する宅配ロボットの最適な保安基準

は現状明確となっておらず、有人運送車両の保安

基準を基に要・不要の基準緩和を実証の際に申

請することとなっている。会津若松で先行事例を

作り、そのモデルを標準として、他の地域で実証す

る場合はそれに準ずれば監督官庁との交渉などが

省略されるなどを期待

道路運送車両の構造や装置について、安全確保

および環境保全上の技術基準が定められている。
•道路運送車両法第40条-第46条

実証段階の車両に関する保安基準項目の一部不適合箇

所について緩和する。

（第61条制御装置、第62条前照灯/後照灯、第64条警

音器、第66条乗車装置など）

国土交通省

自動配送ロボットについても、道路運送車両の保安基準第55条及び第67条に

基づく保安基準の緩和が可能である。

本制度を活用し、2020年秋より全国各地で自動配送ロボットの公道実証が実

施されている。

なお現在、内閣官房成長戦略事務局を中心に関係省庁と連携し、遠隔で多

数台の低速・小型の自動配送ロボットを用いたサービスが可能となるよう制度を

検討しており、今春を目途に制度の基本方針を決定予定。令和3年６月18日

に閣議決定された成長戦略実行計画に示されている通り、低速・小型の自動

配送ロボットについて、道路運送車両に該当しないこととする予定である。

福島県会津若松

市
55

自動運転機能付き電

動車いすの隊列運用

時の搭乗者無し車両

の取り扱いの緩和

自動運転等の技術の進展により、電動車いすの

隊列走行などが可能となっている。電動車いすは

人が載っている場合は歩行者の扱いとなるが、人

が載っていない場合は車両扱いとなり、車道走行

が前提となってしまう。

【社会的効果】【経済的効果】

電動車いすの隊列走行により、運転免許を持た

ない子供が先導して、複数高齢者を店舗に誘導

するなどが実現でき、新たな移動サービスと担い手

づくりが可能となる。 人中心の道路空間では低コ

ストで移動サービスを実現することで導入のハード

ルを大きく下げることが可能となる。

道路交通法における電動車いすの取り扱いについ

て、人が載っている場合は歩行者、人が載ってい

ない場合は車両となり、走行可能なエリアが変わっ

てしまう状況が発生する。

•・道路交通法第2条第3項

人に追随し、隊列で有人電動車いすと無人電動車いすが混

在で歩道等を走行しているといった人混在空間において、柔

軟性高く運用できる規制にする

警察庁

　電動車椅子に人が乗車していない場合であっても、電動車椅子のごく近傍に、

電動車椅子を押しているのと同視できる者がいれば一体として歩行者として走行

することが可能です。また、そのような者がいない場合にも、安全確保措置等の対

策を講じることなどにより、警察による審査を経て道路使用許可を受ければ、公

道を走行することが可能です。

　なお、身体障害者用の車椅子の大きさや構造に収まる自律走行するモビリティ

については、関係省庁と連携し、制度整備に係る検討を行っているところです。

　以上の回答に関し、本提案に係る記載内容のみでは定かではない部分もある

ため、具体的な運用方法等を明らかにして個別に警察庁に御相談ください。

福島県会津若松

市
56 自動配送ロボット活用

サービスモデル多様化に伴う顧客の要求レベルの

高度化、ドライバーの人員不足、配送費の高騰

化など、地域メーカー、地域商社、地域物流事業

者を取り巻くビジネス環境は厳しい。

テクノロジーを活用した自動化・高度化へ取り組む

と共に、地域物流における規制緩和推進を図る。

【社会的効果】

誰もがゆったりと楽しめるまちなか空間づくりにあたっ

て、路線便の貨物が店舗まで届かない場所や、ド

ライバー人員を確保できない場所でも配送可能。

（ラストマイル配送対策） 

【経済的効果】 

公共交通機関等と物流事業会社の共同事業化

など地域事業者、タウンマネジメント会社（まちづ

くり会社）を軸とした新規事業創出も見込まれ

る。

道路交通法第62条に以下の記載がある。

「道路運送車両法第3章若しくはこれに基づく命

令の規定又は軌道法第14条若しくはこれに基づ

く命令の規定に定めるところに適合しない車両等

を運転させてはならない、または運転してはならな

い。と記載があり、道路運送車両法の保安基準

等を満たさなければ道路を走行することができな

い。」

•道路交通法第62条、第70条

自動配送ロボット車両の道路走行を許可する。

（道路交通法全般的に運転手の存在が前提の法律となっ

ているため、運転手がいなくても、車両のみで自動で走行でき

るよう規制・制度改革が必要。）

警察庁

　　「自動配送ロボット（近接監視・操作型及び遠隔監視・操作型）公道実

証実験手順」を警察庁ウェブサイトで公表しており、同手順に沿って道路使用許

可を受ければ、運転席のない自動配送ロボットについても公道走行が可能です。

　なお、自律走行する低速・小型のモビリティについては、関係省庁と連携し、制

度整備に係る検討を行っているところです。

　以上の回答に関し、本提案に係る記載内容のみでは定かではない部分もある

ため、具体的な運用方法等を明らかにして個別に警察庁に御相談ください。

警察庁

　道路を歩道と車道に区別する主な目的は、歩行者の通行の安全を確保する

ことにあり、また、歩道等と車道の区別のない道路においては、歩行者は、原則と

して道路の右側端に寄って通行しなければならないと道路交通法に規定されて

いるところ、これは、歩行者と車両が向かい合って通行する「対面交通」が、安全

度の高い交通方法と判断されたことによるものです。

　これらを踏まえると、国土交通省の回答にもあるような、自動車の速度を抑制

する措置が講じられ、歩行者・自転車・自動車の通行空間が同一平面上にある

歩車共存道路については現行法上も認められているものと承知しているものの、

更に進んで、御提案のように、歩行者が道路空間全体を自由に通行でき、か

つ、一般の車両も当該空間に（低速で）進入できるようにすることについては、

歩行者の通行の安全の確保の観点から、慎重な検討を要するものと考えます。

国土交通省

自動車の速度を抑制する措置を講じ、歩行者・自転車・自動車の通行空間が

同一平面上にある歩車共存道路の整備自体は可能であるほか、歩行者利便

増進道路制度の活用により、道路空間上ににぎわい創出のための施設を設置

することは可能。

福島県会津若松

市
58

Connected 

Manufacturing 

Enterprises(CMEs)

の加速度的全国展開

地域の中小製造業が共通で利用可能な業務プ

ラットフォームを整備することで、地域企業の生産

性向上を面的に実現。

【経済的効果】

中小製造業企業の生産性が25%向上する。

本プロジェクトで地方の生産性が激的に改善する

ことは確実で日本全国に展開していく必要があ

る。

早期に日本全国に展開するためにも、まずは会津

地域で着実な効果を証明する必要がある。 

一方で中小企業においてデジタル化に対するひっ

迫感が乏しく、必要性は理解しても前に進まない

企業が多い。 

本プロジェクトに参画する企業の法人税等の優遇

措置を実施することで、加速度的に展開を進めた

い。

・DX投資促進税制

・中小企業経営強化税制 

・中小企業投資促進税制

・CMEsを利用して企業間取引や生産性向上に取り組む中

小企業群に対して、CMEsをDXによる中小企業の経営力

強化に期するソフトウェアと認定し、税額控除や特別償却等

の税制優遇を実施する。

・税制優遇の効果を最大化するために、初期投資や移行費

用のみではなく、クラウドサービスの利用料を税制優遇の対象

とする

経済産業省

・DX投資促進税制では、申請事業者が、全社レベルのDXの実現に必要なクラ

ウド技術を活用したデジタル関連投資に対して適用される税制措置ですので、お

尋ねのCMEsも対象になり得ます。

・中小企業投資促進税制及び中小企業経営強化税制は、中小企業の設備

投資に関して適用される税制措置であり、一定のソフトウェアに対する投資も対

象です。このため、中小企業がCMEｓの利用等のために行うソフトウェアに対する

投資は、両税制措置の対象となり得ます。なお、設備投資に対する税制措置の

ため、クラウドサービスの利用料について対象とすることは困難です。

福島県会津若松

市
57

道路空間のオープン化

に向けた制度検討

ニュージーランドオークランド市では、歩行者・公共

交通が主体の都市構造へ転換するために、中心

市街地の複数の道路をシェアドスペースへと再編

する事業を進めている。歩行者主体の道路を面

的に展開することで、歩行者ネットワークの強化が

図られている。

一方、国内の制度では、道路利用の主体は車と

なっており、歩行者は道路の端を利用する制度と

なっている。 

地域活性化の観点からは、一部人出を大きくして

いきたい地域については、オークランドのような取組

が必要と思料。

【社会的効果】

道路空間上ににぎわい創出のための様々な装置

を設置することができるようになり、コミュニケーション

空間の増設や小規模店舗の出店の容易性などが

実現し、路上の人出が増えるとともに、沿道の空き

店舗等の活用などにも大きな効果が期待できる。

道路交通法では、車は車道、歩行者は歩道また

は路側帯を通行しなければならないと規定されて

いる。そのため、歩行者が道路空間全体を自由に

歩き回れる、かつ、車も（低速で）進入できる、と

いった空間は現行法では実現できない。

道路空間全体を歩行者優先とするためには、道

路の位置づけを新たに制度化する必要がある。

オークランドのシェアドスペースの法制度化が参考

にできる。

・道路法第48条13第3項、第48条

15第3項

・道路交通法第８条、第４条

・都市計画法　第11条

現行制度での歩行者優先の道路空間の実現策の検証と人

中心の道路空間でのあるべき制度を検討する。




